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再発防止対策の取組みに係る総括評価と継続的な取組み

行動計画策定（H17.3）
実施計画公表（H17.6）

全項目が実施段階に移行（H17.10）

全項目が評価、改善段階に移行

「継続的改善が自律的に進む程度の段階に至っている。」

（第４回原子力保全改革検証委員会（H18.4）での評価）

平成１７年度

Ｐ

Ｃ､Ａ

Ｄ

２

①-１ 再発防止対策の継続的改善の取組み
①-２ 再発防止対策の風化防止のための歯止め方策の取組み

・個々の再発防止対策が日常業務の中で継続的改善が自律的に行われるようにするため、
個々の内容に応じて、社内標準類へ盛り込むなど適切な歯止め方策を実施。

② 安全文化の醸成を着実に進めるための取組み（平成１９年度重点課題）
・安全文化評価の仕組みを確立し、試行を実施。試行の結果、今後取り組むべき課題や
注視すべき気がかりを抽出し、重点施策を策定。

○再発防止対策の実効性を高めるために改善活動を行いつつ、

現場第一線へのさらなる浸透・定着を図った。

○再発防止対策を総括し、良かった点、不十分だった点を洗い
出し、今後、安全文化の再構築を着実に進めていくために
取り組むべき平成１９年度の重点課題を抽出。

平成１８年度

「再発防止対策が発電所に浸透し、継続的改善が自律的に進められて

いる。」 （第８回原子力保全改革検証委員会(H19.4)での評価）

平成１９年度

①再発防止対策：日常業務の中で継続的改善を加えながら自律的に実施。
②安全文化の醸成活動

⑴安全文化評価：安全文化評価の取組みを発電所に展開し、各発電所は創意工夫を重ねて
評価を実施。これらの結果に、アンケートや指標といったインプット情報を
加えて、原子力事業本部の全体評価を実施。

⑵重点施策 ：個別施策の取組みを計画、実施、評価。評価結果に、安全文化評価から
抽出された取り組むべき課題や注視すべき気がかりを加味して、
平成２１年度の方向性を決定。

平成２０年度

①安全を何よりも優先します。
②安全のために積極的に資源を投入します。
③安全のために保守管理を継続的に改善し、

メーカ、協力会社との協業体制を構築します。
④地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。
⑤安全への取組みを客観的に評価し、広くお知らせします。

○社長の宣言

「安全を守る。それは私の使命、我が社の使命」

○基本行動方針

美浜発電所３号機事故 再発防止に係る行動計画
（H17.3.25策定）

「安全文化の再構築は自律的に進められている。今後とも安全最優先を肝に銘じ、再発防止対策
及び安全文化の再構築の取組みをさらに進展させ、「関西電力の安全文化」を醸成し、社会の
信頼を高めていくことを期待する。」 （第１０回原子力保全改革検証委員会(H20.5)での評価）

①再発防止対策：日常業務の中で継続的改善を加えながら自律的に実施。
②安全文化の醸成活動

⑴安全文化評価：平成２１年度より、安全文化の劣化の兆候を早期に把握し必要に応じて
対応策を講じるため、中間評価を実施。年度評価においては、各発電所の
評価に加え、新たにスモール事業本部(※)の評価を試行実施。

⑵重点施策 ：中間評価結果を踏まえ一部重点施策を充実、強化して、当初計画したとおり
のスケジュールで取組みを実施。

「今後も再発防止対策の取組みを風化させない施策を継続的に検討するとともに、重点施策の
具体化と実行を適切に進めていくことにより、現場の自主性を大切にしつつ、安全文化の醸成
をさらに深めていくことを期待する。」 （第１２回原子力保全改革検証委員会(H21.4)での評価）

平成２１年度

（※）原子力部門業務を統括し、その具体的計画の策定および実施にあたる、原子力発電所の上位機関。

①再発防止対策：日常業務の中で継続的改善を加えながら自律的に実施。

②安全文化の醸成活動

⑴安全文化評価：平成２２年度より、スモール事業本部評価について、安全・安定運転を

直接的・間接的にサポートしている原子力企画部門、原子力発電部門、

原子力技術部門、原子燃料部門の部門毎の評価を実施。

⑵重点施策 ：概ね当初計画したとおりのスケジュールで取組み、中間評価結果を踏まえ

一部重点施策の充実、強化を実施。

平成２２年度

「安全最優先の理念のもと、美浜発電所３号機事故再発防止対策を日常業務として定着させ、
継続的に取り組んでいる。 」 （第１４回原子力保全改革検証委員会(H22.5)での評価）

これまでの取組みの総括評価と今後の対応

○再発防止対策は日常業務の中で継続的改善が自律的に進む状況にあるため、

風化させることなくこれを継続する。

○平成２２年度評価の結果から安全文化の劣化の兆候は見受けられないが、更なる安全

文化のレベルアップにむけ平成２３年度以降も安全文化醸成活動に取り組んでいく。



・平成17～22年度と同様に、平成23年度も安全最優先を柱とする経営計画を策定
・膝詰め対話（カッコ内は社長対話）

・運転中プラントの立入制限について、社内標準化（H23.3.28施行）を実施済
・美浜発電所2号機（H18.3～）から本格導入、高浜（H18.8～）、大飯（H18.9～）でも本格導入済
・各発電所に救急車を配備し、運用・搬送マニュアル制定（H18.8）、患者搬送訓練済

・発電所要員数：約100名の増員 約1,310名(H16.7)→約1,420名(H17.7)
・原子力部門新規配属者数

・原子力事業本部内に「保修グループ」を設置（H18.9）し、発電所支援機能を強化
（H22.6の組織改正にて、技術部門から機械技術グループ、電気技術グループを発電部門に移管し、

保修関連のグループを再編。これを踏まえ「保修グループ」を「保修管理グループ」に改称）
・平成15年度に比べ6～10倍の労働安全対策工事費を投資
・インコネル600合金の応力腐食割れに対する予防保全措置の実施等
・予備的予算枠の設定など改善された予算制度に基づき予算を運用

・メーカ、協力会社とのコミュニケーションを早期（個別定期検査の6ヶ月前）に開始するよう
運用を変更（例：年末年始を考慮した工程、体制確立）

・経営層への安全文化勉強会：16回 ・マネジメント研修：13回
・法令研修：33回（品証規程、技術基準、労働安全衛生法、原子力学会倫理規程、安全文化など）

・その他部位の未点検箇所を点検済（H19.8 全プラント完了）
・点検時期：余寿命2年前→5年前（運転期間30年超のプラントは10年前）

・配管管理要員数：非専任4名+日本アーム3名→専任31名
・日本機械学会より技術規格発行(H18.12)、社内標準への反映（H19.3）

・「役割分担表」の考え方を個別工事に展開（H18.10～）

・三菱重工㈱への特別な監査：9回
・若狭地域への駐在人数：13名（事業本部4名、発電所各3名）

・ロイド・レジスター・ジャパンによる外部監査を実施（H17年度以降）

・メーカ、協力会社(約30社)との技術情報連絡会継続中 ・ＰＷＲ事業者連絡会：16回
・三菱重工㈱および三菱電機㈱と技術連携内容に関する合意書締結（H19.4）

・本店から180名(事故後の発電所応援要員20名含む）が福井に移転
・地域交流紙｢若狭のふれあい｣(7万部) を｢越前若狭のふれあい｣とし、嶺北まで拡大配布（33万部）
・膝詰め対話の代表的意見に対する回答を順次ポータルサイトに掲載

・第6回美浜町原子力懇談会（H23.1.25）を含む、地元と経営層との直接対話を計18回実施
・美浜町各戸訪問：14回（H16.11、H17.9、H17.12、H18.6、H18.12、H19.6、H19.12、H20.6、

H20.12、H21.6、H21.12、H22.7、H22.12、H23.3）

・「福井クールアース・次世代エネルギー産業化協議会」を福井県と共同設立（H20.6）

・原子力事業本部内に｢嶺南新エネルギー研究センター｣を設置(H20.10)

・原子力保全改革委員会 ：142回
・原子力保全改革検証委員会：16回

再発防止対策の主な実施状況 （まとめ）

３．安全のために保守管理を継続的に改善し、メーカ、協力会社との協業体制を構築します。
⑦２次系配管肉厚管理システムの充実

・点検リストを整備済。余寿命に対して余裕を持った点検時期に運用変更済
・抜本的な２次系配管の直営管理を大飯発電所１号機第20回定期検査から開始済

⑧計画、実施、評価等の保守管理を継続的に改善
・社内規程で保守管理方針を明確化済
・役割分担、調達管理の「原則」と「役割分担表」を作成し、社内標準で明確化済

⑨監査の充実
・個別業務のプロセスに着目した監査を実施中
・三菱重工㈱に対するプロセス監査において特別な監査を実施済。H20年度より定期的な監査に移行
・現場に密着した監査活動を実施するため経営監査室の若狭地域への駐在実施済
・経営監査室員（若狭駐在）が原子力事業本部の不適合管理、是正処置をモニタリング中
・第三者審査機関による外部監査を実施中

⑩メーカ、協力会社との協業
・メーカ、協力会社との対話継続中
・三菱重工㈱と技術協定を締結済。ＰＷＲ電力間、メーカ・協力会社との情報共有等を取組み中

再発防止対策（１４分類）の主な実施状況

添付①

【詳細説明】１．安全を何よりも優先します。
①経営計画における安全最優先の明確化と浸透

・経営計画における安全最優先の明確化。品質記録の重要性を再徹底
・現場第一線との膝詰め対話を実施し、出された意見については、社内諸制度ＷＧ等で対応中

②労働安全活動の充実
・運転中プラントへの立入り制限の継続、定期検査前の準備作業のあり方の検討
・労働安全衛生マネジメントシステムの本格運用開始
・救急法救急員等養成済

２．安全のために積極的に資源を投入します。
③発電所保守管理体制の増強等

・２次系配管肉厚管理の強化、発電所支援等を目的に、組織改正、発電所人員の増強を実施済
・今後も採用人員数の増加等を検討
・発電所に電気・機械・安全技術アドバイザー、情報管理専任者を配置済
・是正処置プログラムを導入し、発電所と原子力事業本部の情報共有化を実施中

④積極的な資金の投入
・メーカ、協力会社からの労働安全対策提案を集中聴取するキャンペーンを実施し、順次各
プラント工事実施中。当面3年間（H17～H19年度）を安全対策工事の重点投資期間に設定

・高経年化対策の前倒し等、長期工事計画の見直し継続中｡予算制度を見直し済
⑤安全の確保を基本とした工程の策定

・事故発生以降、労働安全等を考慮し、工程ありきで進めないよう柔軟に対応中
・安全最優先の考え方に基づいた工程策定・変更のプロセスを明確化済

⑥教育の充実
・今回の事故を踏まえて、配管肉厚管理、法令、技術基準、品質管理等の教育を実施中
・配管刻印問題を踏まえ、誰もが理解できる教材により、品質保証の原則を浸透させる教育を実施中

４．地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。
⑪原子力事業本部の福井移転

・原子力事業本部を美浜町に移転。事業本部と若狭支社を一体化して強化
・県全域を対象とした広報活動の展開
・社内諸制度ＷＧを実施し、社内の諸制度における問題点等を抽出し改善策を展開中

⑫コミュニケーションの充実
・地元の方々と経営層との直接対話を実施中
・地元の方々との対話活動へ技術系社員が参加中

⑬地域との共生
・「エネルギー研究開発拠点化推進会議」に参画し、事業者として積極的に取組中

５．安全への取組みを客観的に評価し、広くお知らせします。
⑭再発防止対策を確認し、評価する仕組みの構築

・「原子力保全改革委員会」を継続開催中
・「原子力保全改革検証委員会」を開催し実施状況を検証、結果を公表中

具 体 的 な 実 績

添付資料

添付②

添付③

添付④

添付⑤

添付⑥

添付⑦

添付⑧

添付⑨

添付⑩

添付⑪

添付⑫

添付⑬

添付⑭

H17年度
62回(7回) 33回(4回)

H18年度
30回(4回)
H19年度 H20年度

27回(4回)
H21年度
27回(4回)

H22年度
21回(3回)

H16年度

18名 29名

H17年度

37名

H18年度 H19年度

55名 55名

H20年度

73名

H22年度

72名

H21年度

72名

H23年度



①経営計画における安全最優先の明確化と浸透

○経営層とのコミュニケーションはあったが、
必ずしも有意義なものではなく、現場第一線
からの期待感も薄かった。

※経営層と現場第一線のコミュニケーションの実情

・対話に向けた資料づくりのため業務繁忙。
・現場第一線からの意見に対する回答がない。

（もしくは不十分）
・意見が実際の業務運営に反映された様が

見えない。

等により、必ずしも現場第一線にとって、有意義
な対話活動ではなかった。

※現場第一線の受け止め

・目の前の仕事で精一杯。
・経営層に熱意、本気が感じられない。
・対話ばかりで本来業務ができない。
・検査等で現場が大変。現場の負担を考えて

ほしい。
・言えば鏡で返されるだけ。
・一度対話に来たら、次回はまずその回答を

示してほしい。

【「膝詰め対話」の実施】
第１回「膝詰め対話」：平成１７年５月～７月（２６回） 意見要望件数：２５６件
第２回「膝詰め対話」：平成１７年９月～11月（２１回） 意見要望件数：２７７件
第３回「膝詰め対話」：平成１８年２月～３月（１５回） 意見要望件数：１８４件
トラブルの共通要因を踏まえた対話

：平成１８年６月 （ ３回） 意見要望件数： ２５件
第４回「膝詰め対話」：平成１８年８月～10月（１８回） 意見要望件数：１９６件
第５回「膝詰め対話」：平成１９年３月～４月（１２回） 意見要望件数：１４３件
第６回「膝詰め対話」：平成１９年８月～10月 (１８回) 意見要望件数：２５７件
第７回「膝詰め対話」：平成２０年２月～４月（１２回） 意見要望件数：１７９件
第８回「膝詰め対話」：平成２０年８月～10月（１４回） 意見要望件数：１７９件
第９回「膝詰め対話」：平成２１年２月～３月（１３回） 意見要望件数：１８４件
第10回「膝詰め対話」：平成２１年８月～11月（１４回） 意見要望件数：１３７件

第11回「膝詰め対話」：平成２２年２月～３月（１３回） 意見要望件数：１５５件

第12回「膝詰め対話」：平成２２年８月～10月（１２回） 意見要望件数：１２３件

第13回「膝詰め対話」：平成２３年２月～４月（ ９回） 意見要望件数：集約中
※安全最優先の浸透、ＣＳＲ、平成２３年度経営計画策定方針等をテーマに対話を
実施。

【経営計画における安全最優先の明確化】
・配管刻印問題を受け、社長が全社員に対して品質記録の重要性について
メッセージを発信（H17.12.8）。

・平成19年度経営計画ならびに各年度の経営計画のベースとなる中長期計画
において、安全最優先の組織風土の醸成を経営の最重要課題として明確化
（H19.3.26公表）。

・発電設備に係る点検を受け、法令遵守を含めたＣＳＲ実践について
社長自らのメッセージを全社員に発信（H19.4.6）。

・平成20年度経営計画において、安全最優先が全てのベースであることを
より明確化（H20.3.26公表）。

・平成21年度経営計画において、美浜線No.21鉄塔事故の反省を踏まえ、
日常業務における潜在リスクの抽出とその低減に向けた活動の展開を
通じて、安全の実績を着実に積み上げていくことを明確化（H21.3.26公表）

・引き続き平成22年度の経営計画に、安全最優先の組織風土の醸成を明記。
2030年に向けた「関西電力グループ長期成長戦略2030」に、安全文化を
確固たる価値観としていくことを明記（H22.3.26公表）。

・平成23年度の経営計画において、安全最優先の組織風土の醸成に向けて

①安全確保を最優先とする意識・行動の徹底、②協力会社等も含めた

グループワイドでの安全確保に向けた取組み、③安全・防災体制の充実・

強化を行うことを明記（H23.4.27公表）

【原子力安全システム研究所等による組織風土評価】
・㈱原子力安全システム研究所（ＩＮＳＳ）や㈳日本原子力技術協会による
安全意識や職場風土に関する調査結果を各職場で活用し、安全風土・
安全文化の状態を理解、改善するために役立てている。

▼経営層と現場第一線が安全最優先の価値観を共有
しつつある。今後も継続して、安全最優先やＣＳＲ
について、経営層からメッセージを発信していく。
また、率直な意見を引き出すため、必要に応じ、
実施方法の工夫をしながら、対話を改善していく。

○経営層が、安全最優先、ＣＳＲ等について自らの
言葉で現場第一線に伝達し、現場第一線の従業員
もその思いを受け止めている。

○要員不足や人事評価等率直な意見も多く出ている。

○現場第一線の声が、改善に反映されてきている。

＜膝詰め対話後のアンケート結果＞

▼社内諸制度ＷＧなど、原子力部門の課題を全社で
解決していく仕組みが整備されており、今後も
継続して、対話で出た意見に着実に対応していく。

◆経営層からの安全最優先、ＣＳＲに係る
メッセージの継続発信

◆より高い実効性に配慮した対話の継続

事故前の姿

１．安全を何よりも優先します。

現状の評価現状の姿

今後の対応

膝詰め対話の様子

添付①

▼経営層が安全最優先の思いを、現場第一線に直接

伝えられていなかった。

▼現場第一線の声が経営層に直接伝わりにくかった。

近隣支店に相談した結果、平成23年度

より、能力開発基本計画に反映し、実施

することとした。

会社、発電所において全体最適を

目指すには、他部門職場実習が

あると良いのではないか。

他部門職場の実習

対応意見
分類

膝詰め対話から得られた意見と対応状況（最近の事例）
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②労働安全活動の充実

事故前の姿 現状の評価現状の姿

▼危険箇所に対して、労働安全の観点から改善する
取組みが不十分であった。

○労働安全のための設備改善提案が、あまり採用
されていなかった。
（労働安全対策工事に対する評価点が低く、
採用されにくくなっていた）

※「運転員・作業員の災害防止」の評価点 １２点
３０点満点で通常は１９点前後が採用ボーダー
ライン

○設備のリスク評価・改善への取組みが不十分で
あった。

▼設備や作業上のリスクを排除・低減する取組みが
継続的に進んでいる。
（原子力安全と労働安全を両輪とした取組み）
○労働安全のための設備改善が積極的に実施されて
きている。

○労働安全対策に対する当社の取組み姿勢および
取組み効果に対して、協力会社社員の評価が
高い状態で推移している。

＜協力会社に対するアンケート結果＞

【労働安全対策への取組み姿勢】

【労働安全対策への取組みの効果】

＜美浜発電所＞
・原子炉格納容器内

クレーンの昇降用階段
を設置

（改善前は垂直タラップ
で昇降していた）

＜高浜発電所＞
・低圧タービン外部車室
に昇降用階段を設置

（改善前は、定期検査毎に、
縄梯子を設置していた）

＜大飯発電所＞
・２次系配管高所サポート
点検用専用架台を設置

（改善前は、近くの架台
から身を乗り出して作
業を実施していた）

【労働安全衛生マネジメントシステムの導入】

○平成18年9月、美浜、高浜、大飯発電所において
本格運用を開始した。

（取組み方針）
・発電所幹部の積極的な参画、関与
・協力会社と当社が一体となった主体的活動

（取組み内容）
・設備や作業上のリスクを排除、低減する活動

を継続的に改善しながら推進し、労働災害の
未然防止を図る。

【平成22年度 労働安全に係る具体的な活動（例）】

◇労働安全衛生マネジメントシステムの更なる充実と、

リスク抽出スキルの向上のため、リスクアセスメント

に関する指導、研修会（社員、協力会社）を実施

◆労働安全衛生マネジメントシステムの継続的改善

◆労働災害を受けた重点取組の継続

◆安全文化醸成活動の重点施策の継続
・作業員の安全意識醸成活動
・ハットヒヤリ活動の推進

今後の対応

１．安全を何よりも優先します。

【労働安全のための投資の活発化】

○労働安全対策工事に関する評価点を高く設定

○積極的な労働安全対策工事を促すため、予算に安全枠を設定
○労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ導入に伴う定期検査工事費用の上乗せ

添付②

[設備改善例]

第7回：平成22年 9月実施（約2,000人）

第6回：平成21年10月実施（約2,100人）

第5回：平成20年10月実施（約2,200人）

第4回：平成20年 1月実施（約2,200人）

第3回：平成19年 2月実施（約2,800人）

第2回：平成18年 3月実施（約2,200人）

第1回：平成17年 9月実施（約2,600人）

【平成22年度 労働安全に係る具体的な活動（例） 続き】
◇平成20年6～7月に続発した労働災害等（4件）を踏まえ、以下の重点取組（全8項目）

を実施中。なお、その後に発生した労働災害等も踏まえ、重点取組を充実・強化。

（ｅｘ．安全体感研修のメニューに、「縄ばしご昇降体感」を追加）

・自、他発電所での労働災害発生の都度、安全衛生協議会で検討会を開催し、

協力会社自らの対策を立案、実行 （労働安全課長等が指導）

・全協力会社の作業責任者クラス等に安全体感研修を実施し、安全へのリスク

感受性、意識を向上

・労働安全課長、安全技術アドバイザーによるパトロールの充実

・危険予知等のＴＢＭ（作業前打合せ）の重要性教育実施 他4項目

◇平成22年度安全文化醸成活動の重点施策（作業員の安全意識醸成活動）として、以

下の3項目を実施中。

・作業責任者に対する安全管理研修会の実施 ・過去の労災分析の実施

・作業責任者からの作業着手前安全指導の実施

（安全体感研修、労働災害事例集の活用）

◇「運転中プラント立入制限と定検前準備作業のあり方の検討」については、作業部会

（ＷＧ）により幅広く関係者のご意見を伺い「運転中に実施する必要のある作業」等

を報告書に取りまとめ、ＷＧ報告書に基づき試運用を開始した。

平成22年7月の中間評価、試運用マニュアルに基づく試運用を経て、平成22年12月

に最終評価を実施し、問題がないことを確認した。

平成23年3月28日、社内標準を施行し、本格運用を開始した。 別紙参照

△
H17.3.25
美浜３号機事故再発防
止に係る行動計画策定

△
H20.7
キャスクピットへ
の転落等

△
H20.9.15
美浜線Ｎｏ.21鉄塔
事故発生

△
H21.6.4

舞鶴労災発生

△
H21.4

安全文化醸成活動
の重点施策

美浜発電所３号機事故
再発防止対策

安全文化醸成活動
の重点施策

美浜線Ｎo.21鉄塔
事故を受けた対策

重大な労働災害撲
滅を目指した対策
（Ｈ20年8月）

大飯発電所１，２
号機労働災害を
受けた対策

△
H21.7.7

大飯労災発生

大飯発電所２号
機労働災害を
受けた対策

△
H22.8.10

大飯労災発生
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運転中のタービン建屋等への立入制限継続と運転中保全活動の整理・明確化

１．安全を何よりも優先します。

②労働安全活動の充実 添付② 別紙（１／２）

報告書の
意見聴取

回答検討状況の報告 ご意見の反映

本格運用開始本格運用開始

ＷＧの進め方ＷＧの進め方

[委員]

・委員として協力会社（各発電所毎に指定）が参加

[ＷＧ議論の開示／公聴]

・関係者によるＷＧの自由傍聴および傍聴者席の設置

・会議開催案内の所内掲示

・関係者への活動状況報告・ご意見反映（適宜）他

[ＷＧ活動結果のチェック＆レビュー]

・原子力保全改革委員会(※)での審議、原子力保全改革

検証委員会への報告

ＷＧ（サブＷＧ）活動の透明性確保策

※原子力保全改革委員会、原子力保全改革検証委員会によるチェック＆レビューを実施
（原子力保全改革委員会には活動内容を適宜報告。第13、14、15回の原子力保全改革検証委員会にて活動内容を審議。検証委員による発電所での試運用状況の視察（H22.9））

元請会社が個別に、もしくは当社が意見交換の場等を
活用し意見を伺う。

１次協力会社への意見聴取方法

不安感の
聞き取り結果反映

○ 運転中タービン建屋等で実施する必要のある作業の検討
・プラント運転維持活動
・運転中の信頼性確保活動

・安全確保・品質向上活動

・安全な運転環境、作業環境の確保

○ 協力会社の安心感向上に向けた取り組み検討

○ 報告書案の検討、作成
○ 協力会社、当社社員や関係者意見の反映検討、回答

ＷＧでの検討項目

○ 運転中に係る定義の検討

○ 社内標準化の検討

ＷＧ活動
（H21.4.3第1回WG～H22.3.24第7回WG）

ＷＧ活動
（H21.4.3第1回WG～H22.3.24第7回WG）

・協力会社、当社社員
・関係者（適宜）

・協力会社、当社社員
・関係者

ＷＧ活動報告書取りまとめ
（H22.3）

ＷＧ活動報告書取りまとめ
（H22.3）

タービン建屋の立入制限と運転中タービン建屋等で実施する必要のある保全活動についてタービン建屋の立入制限と運転中タービン建屋等で実施する必要のある保全活動について

・運転中タービン建屋等への立入制限を継続する。又、運転中タービン建屋等での定期検査前準備作業の取止めを継続する。

・引き続き２次系配管管理等の充実に努め、作業員の方々が安心して作業できる環境作りに取り組む。

・原子力発電所の安全性と原子力発電所で働く皆様の安心感を一層高めるため、運転中に立ち入って実施する必要のある保全活動について整理・明確化する。

・運転中に立ち入って実施する必要のある保全活動の整理・明確化にあたっては、協力会社の現場第一線実務者の意見を踏まえたものとなるよう、当社と協力会社が合同で行う。

（検討を行う作業部会（「運転中の保全活動検討ＷＧ」「同サブＷＧ」）を設置）

協力会社

ＷＧにおける検討結果に基づき、Ｈ２２年
４月から試運用を開始。

Ｈ２２年７月のＷＧで、試運用中間評価を
実施。

Ｈ２２年１２月のＷＧで、試運用最終評価
を実施し、

○試運用マニュアルに基づく実施状況

○試運用マニュアルに基づく活動の歯止め
としての社内標準(案)

に問題がないことを確認。(詳細次ページ)

Ｈ２３年３月２８日付で社内標準を施行し、
本格運用を開始。

ＷＧ活動（試運用期間中）
（H22.7.27第8回WG,H22.12.13第9回WG）

ＷＧ活動（試運用期間中）
（H22.7.27第8回WG,H22.12.13第9回WG）

※ＷＧ活動状況の
チェック（確認）＆レビュー（評価）

※ＷＧ活動状況の
チェック（確認）＆レビュー（評価）

※ＷＧ活動状況の
チェック（確認）＆レビュー（評価）

※ＷＧ活動状況の
チェック（確認）＆レビュー（評価）



１．試運用期間

美浜：H22.4.26～11.26、高浜：H22.4.27～11.26、

大飯：H22.4.26～11.15

２．試運用期間において評価した作業の件数

合計434件（美浜：212件、高浜105件、大飯：117件）

３．評価結果

○試運用期間中の作業の評価にはチェックシートを用い、
安全対策、制限措置の実施状況に問題がないことを

確認した。

○チェックシートに設けた自由記述欄に記載のご意見や

検証委員のご意見等への対応方針を確認・決定した。

○ＷＧで提示された社内標準（案）に沿って、社内標準化
の作業が進められる事を確認した。

４．まとめ

○各発電所での試運用マニュアルによる試運用は問題

なく実施できている。

○試運用期間中に得られた、様々な課題に対応できている、
あるいは対応の方向性が明確になっている。

○以上を踏まえ、社内標準化の作業を開始することとし、
関係箇所と調整の上で社内標準制定（改正）手続きを
進める。

１．試運用期間

美浜：H22.4.26～11.26、高浜：H22.4.27～11.26、

大飯：H22.4.26～11.15

２．試運用期間において評価した作業の件数

合計434件（美浜：212件、高浜105件、大飯：117件）

３．評価結果

○試運用期間中の作業の評価にはチェックシートを用い、
安全対策、制限措置の実施状況に問題がないことを

確認した。

○チェックシートに設けた自由記述欄に記載のご意見や

検証委員のご意見等への対応方針を確認・決定した。

○ＷＧで提示された社内標準（案）に沿って、社内標準化
の作業が進められる事を確認した。

４．まとめ

○各発電所での試運用マニュアルによる試運用は問題

なく実施できている。

○試運用期間中に得られた、様々な課題に対応できている、
あるいは対応の方向性が明確になっている。

○以上を踏まえ、社内標準化の作業を開始することとし、
関係箇所と調整の上で社内標準制定（改正）手続きを
進める。

アクセス通路の区画は、設置場所に応じ、フェンス、
コーン、ポール等により実施し、区画物には
その先が立入制限エリアであることが明確に判る
よう注意札を掲示することとし、発電所に対応を
依頼した。

【アクセス通路（安全通路）の区画について】

アクセス通路の区画ためのフェンスについては、他の

フェンス類と識別化を図ってほしい。

（発電所、協力会社）

現場表示よりも、清掃現場において、都度、作業

責任者から立入不可範囲を周知徹底する方が

効果的であると考え、発電所に対応を依頼した。

【清掃不可範囲の注意喚起について】

委託清掃の方々に対して、日々の清掃で近づいては

いけない場所等の注意を促すために、可能な範囲で
現場表示をしてはどうか。 （検証委員）

立入制限を実施する趣旨を社内標準に明記した。

また、特に協力会社の方々に対しては、入所時

教育、定期検査ハンドブックへの記載、当社役職者

による協力会社ミーティングへの参加などの方法

により、趣旨を継続的に伝えていくこととした。

【立入制限の実施に関する継続的な周知について】

立入制限をなぜ行わねばならないのかを継続的に

伝えるようにするべき。 （検証委員）

要望を踏まえ、オレンジ腕章の幅を半分とした

試運用を行った結果、好評だったことから運用に

反映した。

識別の原則は腕章の着用とし、一部例外として、

運転員等に限り、ヘルメットステッカー貼り付けに

よる識別も可として、発電所に対応を依頼した。

【立入制限エリアでの作業に係る識別管理について】

識別のためのオレンジ腕章の幅が広く、扱い辛い。

常時立ち入る者はヘルメットにステッカーを貼る等を

検討して欲しい。 （発電所、協力会社）

プラント状況に応じて、作業員の方の立場から見て

運用が理解しやすい図を追加作成し、社内標準に

反映した。

【オープンハッチエリアの運用について】

ツインプラントのオープンハッチエリアにおいて、

片方運転中、片方停止中という場合の運用で

誤解が生じる恐れがある。 （検証委員）

社内標準化にあたっての対応結果試運用期間中に得られた主なご意見

【試運用期間中に得られた主なご意見と対応結果について】

運転中の保全活動検討の試運用マニュアルに基づく試運用の最終評価ならびに社内標準化にあたっての課題対応結果について

１．安全を何よりも優先します。

②労働安全活動の充実 添付② 別紙（２／２）

試運用の最終評価結果ならびに試運用期間中に得られたご意見については、内容に
応じて社内標準への反映及び運用の周知により対応することとした。社内標準に
ついては平成２３年３月２８日に施行し、本格運用を開始した。

試運用の最終評価結果ならびに試運用期間中に得られたご意見については、内容に
応じて社内標準への反映及び運用の周知により対応することとした。社内標準に
ついては平成２３年３月２８日に施行し、本格運用を開始した。

社内標準への反映 等
社内標準への反映 等

第９回運転中の保全活動検討ＷＧ（第９回運転中の保全活動検討ＷＧ（H22.12.13H22.12.13））

における試運用に関する最終評価とまとめにおける試運用に関する最終評価とまとめ

ご意見への

対応

ご意見への

対応

社内標準化手続き



③発電所保守管理体制の増強等
２．安全のために積極的に資源を投入します。

事故前の姿 現状の評価現状の姿

▼業務量の増加や変化に対して、発電所の保守要員
の配置や組織体制が不十分であった。
（発電所の繁忙の高まりを指摘する声もあった。）

【発電所保守要員】

○近年、保守要員（約４００人）はさほど減少して
はいなかったが業務量増加に伴い負担増となって
いた。

○机上業務の増加に伴い、現場に出向くことが困難
になっていた。

※業務量増加のイメージ

【発電所保守組織】

○高経年化対策等に伴う業務量の増加に対応した
保守組織強化が不十分であった。

※美浜発電所は、他発電所が４課で対応している
業務を電気保修課、機械保修課の２課で対応
していた。

【トラブル水平展開】

○トラブルの水平展開にあたって、上位機関の指示
に基づく水平展開が主体で、発電所の主体的な
検討やフォローが弱かった。

【技術基準適合性審査】

○技術基準適合性の審査にあたって、専門家や
経験者による指導、助言が不足していた。

▼保守管理を確実に遂行できるような保守要員の
配置・組織体制になってきている。

○組織改正後に恒常業務の時間外数が約3割減少
している。
（発電所保守要員の時間外数推移（美浜発電所））

事 故 前 約30時間/人月
組織改正後 約21時間/人月

○発電所の不適合等の情報共有化が図られている。

○発電所から原子力事業本部に相談するときの対応
窓口を一元化する組織改正を行う等、種々の対策
を講じたことによって、発電所の業務運営及び
事業本部の支援がより円滑に進むようになった。

○法令相談窓口の明確化、マニュアル・手順書等を
整備した。またこれらが有効に機能していること
を確認した。

【発電所保守要員の増強】
○原子力事業本部と旧若狭支社の統合による効率化要員を原資

として、発電所に保守要員を配置した。
※発電所要員は、事故前から約100名増強（うち保守要員は約70名）。

○原子力部門への新規配属者数の増加により、今後も適正配置
を行う。

※新規配属者数
H16年度 18名、H17年度 29名、H18年度 37名、H19年度 55名、
H20年度 55名、H21年度 72名、H22年度 73名、H23年度 72名

【発電所保守組織の強化】
○高経年化対策等のための改造工事が増加することに伴い、

「電気工事グループ」「機械工事グループ」を設置した。
○３ユニットの美浜発電所の組織を、４ユニットの高浜・大飯

発電所と同等に強化した。
○原子力事業本部内に「保修グループ」を設置（H18.9）し、

発電所支援機能を強化した。
（ H22.6の組織改正にて、技術部門から機械技術グループ、電気技術グループを

発電部門に移管し、保修関連のグループを再編した。

これを踏まえ「保修グループ」を「保修管理グループ」に改称）

【トラブル水平展開の強化】
○発電所の主体的な水平展開の検討・フォローを強化するため

情報管理専任者を各発電所に１名配置した。
※保修課と連携し、発電所で主体的に水平展開を実施する。
※水平展開のフォローを一元的に実施する。

【技術基準適合性審査の強化】
○技術基準適合性審査の指導・助言を強化するため電気技術

アドバイザー、機械技術アドバイザーを、各発電所にそれぞれ
1名配置した。
※工事の計画、実施、評価の各段階、定期事業者検査の要領書作成等

で審査にあたる。
※保守要員への法令に関する教育を実施する。

※技術アドバイザーの力量を明確にし、教育プログラムを策定した。

○安全技術アドバイザーとして、労働安全コンサルタントに
委託し、発電所に2名配置（現場パトロール等による改善指導）。

【不適合等の情報共有化の仕組みの構築】
○発電所の不適合等の情報について、原子力事業本部との共有化

を組織的に展開（是正処置プログラム(ＣＡＰ*))
*ＣＡＰ＝Ｃorrective Ａction Ｐrogram

○不適合等の根本原因分析（ＲＣＡ*）活動の実施
※社内標準および分析体制等を整備し、不適合事象の組織要因等の
抽出や対策の検討･実施という一連の活動を実施。
*ＲＣＡ＝Ｒoot Ｃause Ａnalysis

【法令遵守に係る発電所への支援】
○業務関連主要法令に関する不適切な運用および手続き遺漏の

防止のため、法令遵守に係る発電所への支援を実施（社内
標準を改訂し、平成20年1月から本格運用実施中）。
※法令相談窓口の明確化（法令ネットワークキーマンの配置等、
法令ネットワークの構築）

※マニュアル・手順書等の整備（法令手続チェックリスト等の改善、
色塗り系統図の整備、法令審査者の役割・着目ポイントの明確化）

（工事計画、設計検証、

技術基準審査、変更管理、

工程調整、現場管理、

工事結果評価など）

◆引き続き不適合情報の共有化、法令遵守
に係る発電所支援などの対策の継続

今後の対応

（業務量の増加要因）

・高経年化対応の改造工事

・保全業務の高度化

・品質保証体制の構築

・溶接検査制度 など

ベース業務

添付③



④積極的な資金の投入

事故前の姿 現状の評価現状の姿

【設備信頼性のための投資】

▼長期工事計画を策定する具体的な要領を定めて
いなかった。

○原子力事業本部の検討が主体で、メーカ、発電所を
交えた定期的な検討の場がなかった。

○社内標準には「長期工事計画を策定する」旨のみが
ルール化されており、具体的な策定要領を定めて
いなかった。

【労働安全のための投資】

▼労働安全のための投資が十分でなかった。

○労働安全対策工事は、工事の優先順位を決める
ための評価点が低く採用されにくかった。

「労働安全、環境対策工事」の評価点：１２点以下
(３０点満点で、通常は１９点前後が採用ボーダー
ライン)

○協力会社からの提案も採用されにくく、採用
されても競札となるため、活動が低調だった。

【工事予算制度】

▼工事予算制度において硬直的な部分があり、
状況に応じた対応が困難であった。

○予備的予算がないため、予算編成後あるいは期中に
発生した案件に対応するため発電所計画工事を
取り止めることがあった。

【協力会社の技術伝承への投資】

▼協力会社作業員の世代交代期を迎えているが、
技術伝承を積極的に支援する姿勢ではなかった。

【リスク管理の充実】
▼予備品・貯蔵品が十分でなく、故障時等に余裕
をもった対応ができないなど不具合発生時の
リスク管理が十分ではなかった。

【設備信頼性のための投資の充実】
○長期工事計画を策定する具体的な要領を定めた。
※メーカ、発電所を交えた検討会を設置して定期的に検討する場を設置。
※最新知見を反映して、高経年化を見据えた長期に亘る工事計画を策定
する要領（長期工事計画作成マニュアル）を策定、社内標準化（H19.9）。

※配管、弁、ポンプ等の中小設備も追加して長期工事計画の検討を継続
して実施中。

［長期工事計画の例］
・原子炉容器、蒸気発生器、加圧器のインコネル600合金の応力腐食
割れ等に対する予防保全措置の実施

・２次系配管保守管理の前倒し実施
（H21年度までの5ヵ年で当初計画の200億円を上回る投資を実施）

○中小設備を含めた点検頻度、内容（保全指針）の適正化について、
メーカ、協力会社の知見等を踏まえ、検討を実施している。

【労働安全のための投資の活発化】
○労働安全、環境改善等に必要な工事が確実に実施されるような仕組み

を整備した。
(平成15年度に比べて6～10倍の労働安全対策費を投資）
※労働安全対策工事に関する評価点を高くし、確実に投資されるよう改善。

「労働安全、環境対策工事」の評価点の見直し
・労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ等で抽出されたもの：３０点

※「労働安全対策キャンペーン」（平成１７年５月～６月）により、
労働安全対策の提案を募集し、積極的に工事を実施して、活動を活性化。
安全対策工事については、継続して特別投資期間を設定。

【工事予算制度の改善】
○予算制度改善により状況に応じた対応が確実にできるようになった｡
（H19～23年度予算が安全上および品質上問題ないものとなっている

ことを確認。24年度以降も継続的に確認していく。）

※発電所で事故対応等を行うための予備的予算枠の設定や発電所内で予算
を柔軟に流用する仕組みを構築。
また、予算評価点の低い工事でも必要なものは実施できるよう発電所内
のコミュニケーションをルール化。

【協力会社の技術伝承への支援】
○研修･技術伝承等に要する費用として定期検査工事費に数％程度

上乗せし、協力会社を積極的に支援する姿勢を明確にした。
○現場作業性、運用柔軟性向上を図るべく予備品・貯蔵品の充実の検討

を実施。検討結果に基づき、現在順次調達実施中。
※作業量平準化による品質向上、若手作業員の育成・技術伝承等への活用
の選択の幅を広げる。

［予備品、貯蔵品の例］ポンプ（ローテーションパーツ）、検出器

【リスク管理の充実】
○作業員の工程確保への過度なプレッシャーの回避を図るべく、

予備品、貯蔵品の充実の検討を実施。検討結果に基づき、現在順次
調達実施中。

［予備品、貯蔵品の例］ポンプ軸受、メカニカルシール、信号処理カード、

１，２次系配管

◆安全のための積極的な投資の継続と
フォロー

・最新知見に基づく長期工事計画の見直しの継続

・中小設備を含めた設備点検内容、頻度の適正化

・労働安全対策の継続

・継続的な予算制度の改善 等
（実運用を通して改善した予算制度のさらなる
改善）

今後の対応

２．安全のために積極的に資源を投入します。

▼労働安全や設備安全に加えて、将来の安全・品質
確保の観点からの積極的な投資もできるように
なった。

○要領に基づきメーカ、協力会社とともに継続的に
検討を行い、より積極的な長期工事計画が策定
されている。
また、中小設備も含め、点検内容、頻度の適正化
を検討中である。

○労働安全のための設備改善提案が採用されやすく
なり、労働安全のための設備投資を後押しする
仕組みとなっている。
（一定水準の労働安全対策費を確保）

○予算制度改善により、設備安全、労働安全の観点
から必要な工事が確実に実施できるように改善
されている。
（予算実績やアンケートによる実務者確認を通じ、

予算制度改善の評価を実施）

○将来の安全・品質確保の観点から技術伝承などに
積極的に投資されてきている。

添付④



○メーカ、協力会社と早期にコミュニケーションを図るプロセス
を標準化し、継続実施している。
・安全最優先の考え方の徹底を理念としてメーカ、協力会社
に宣言（H17.4）し、社内標準に明記（H17.9）

・個別課題への対応として、年末年始の休日確保、工程中に
リスク回避日数を設定、解列、並列時刻の考慮等を社内標準
へ反映（H18.5）

【中長期運転計画】
○一層の設備安全、労働安全を考慮して策定する。

・安全、予防保全対策工事を確実に実施
・年間を通し３発電所の定期検査の平準化を検討

○安全確保のため、現場第一線、メーカ、協力会社と早期に
コミュニケーションを図り策定する。
・毎年８月頃に次年度の運転計画をメーカ、協力会社に説明し、
協議を実施

・毎年１１月頃に発電所での検討結果をメーカ、協力会社に
説明し、継続して協議を行い、運転計画を策定

【個別定期検査工程】
・定期検査開始６ヶ月前：メーカ、協力会社と協議
・定期検査開始３ヶ月前：メーカ、協力会社に説明
※定期検査終了後もメーカ、協力会社からの意見を確認し、
反映すべき事項の有無等を検討

【工程の変更】
○発電所がメーカ、協力会社とコミュニケーションを図りながら、

変更工程を策定する。
・現場の状況を一番良く知る発電所が、安全確保のため、メーカ、
協力会社の意見を踏まえた定期検査工程に変更

・工程変更のプロセスの明確化と社内標準化を実施

⑤安全の確保を基本とした工程の策定

事故前の姿 現状の評価現状の姿

▼設備利用率優先と思われる運転計画や定期検査工程
であった。

【中長期運転計画】

○設備利用率優先で、法定期限一杯の運転期間を考慮
した計画を策定していた。
・夏場は全１１基運転。
・夏場の全１１基運転のため、３発電所の定期検査
の重複は許容。

○メーカ、協力会社と十分な事前協議の場がなかった。
・毎年１月頃に次年度の運転計画をメーカ、協力
会社に特別な協議なく、策定後に通知していた。

【個別定期検査工程】

○協力会社に対する定期検査工程の提示も、開始
１ヶ月前に過ぎず、メーカ、協力会社が十分な
準備をする時間的余裕がなかった。

【工程の変更】

○工程変更にあたっては、発電所の検討結果を
踏まえ、原子力事業本部が承認していた。

▼メーカ、協力会社とコミュニケーションを図りながら、
安全最優先の考え方で定期検査工程を計画・運用
している。
○メーカ、協力会社等とコミュニケーションし、安全
最優先の観点から意見を工程に反映している。

※高浜発電所４号機第１９回定期検査[H22.2～]の例
・大飯発電所定期検査との主要作業ラップ回避の観点から、

解列日を２日前倒し
※大飯発電所２号機第23回定期検査[H22.6～]の例
・同一エリアにおける作業輻輳緩和のため、定期検査工程

を延長

○定期検査工程策定ＷＧなどで協力会社意見が徐々に
変化している。

第1回定期検査工程策定ＷＧ（H17.4.27）
・新たに意見を出せと言われても二度手間
・きれいごとでは変わらない。 等

大飯発電所３号機第１２回定期検査後意見交換（H19.1.16）
・工程策定を含めて、現場の意見を発電所又は事業本部

へ上げていける仕組みをこの２年間位で作れたことが
画期的。従来は工程の変更なんて禁句のような状況で
あったが、現場の意見を聞いてもらい、意見が工程表
にしっかり反映されているのがよくわかる。 等

○当社の取組みへの肯定的評価が、第７回アンケートで

低下※したため、聞き取り調査、原因分析を行い、

改善策を実施。（耐震工事の事前調整要員強化、

耐震工事対象の発電所への指示期限管理等）
※ 美浜発電所２号機第２６回定期検査において、狭隘な

エリアで多くの耐震工事を実施したが、これらの作業の

エリア調整が詳細まで実施できていなかったため、手戻り・

手待ちが発生したこと、および残暑が厳しかったことが

低下要因であると考えられる。

＜協力会社に対するアンケート結果＞

◆メーカ、協力会社とのコミュニケーションによる

継続的改善

◆運転計画の精度向上

◆細部の工程調整、作業エリア調整の機能向上

今後の対応

２．安全のために積極的に資源を投入します。

＜メーカ、協力会社を含めた定期検査工程策定ＷＧの設置＞
（平成１７年４月～平成２３年５月で３０回実施）

○メーカ、協力会社の意見

（中長期運転計画関係）

・高浜と大飯の定期検査の時期が重なっているように感じており、人の確保が
難しいと感じる。

（個別定期検査工程関係）
・意見を聞き入れていただいており、特に年末年始について考慮していただき
ありがたい。

・試運転が休日になることが多いため極力休日にならない様に考慮願いたい。
・復水器取替え等の大型工事があったが、よく調整してもらい上手くいったと
思っている。

・早くから情報が入手できるので、人員の調整に役立った。

（工程変更関係）

・休日、深夜の工程が変更になった場合があった。

添付⑤
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⑥教育の充実

事故前の姿 現状の評価現状の姿

▼設備に関する知識付与を中心とした教育と
なっていた。（安全文化、マネジメント、法令、
技術基準、品質保証等に関する教育が不足）

【経営層に対する教育】
（役員クラス）
※特に実施していなかった。

【原子力部門マネジメント層に対する教育】
（原子力関連役員～発電所次長クラス）
○品質保証に関する教育はあったが、原子力部門の

役員を含めた管理層を対象としたマネジメントに
関する教育は十分でなかった。
※品質保証教育
－ISO9000トップセミナ、ISO9000審査員コース

【原子力部門第一線課長層に対する教育】
（発電所課長クラス）
○係長、主任クラスを対象とした新任役職者研修は

あったが、現場第一線の課長クラスを対象とした
マネジメント研修は十分でなかった。

○品質保証に関する教育はあったが、法令に特化した
教育はなかった。
※品質保証教育
－ISO9000審査員コース

【原子力部門実務者層に対する教育】
○保修要員に対しては、従来、設備に関する教育が

中心であり、技術基準等の法令に関する教育は
十分実施されていなかった。
※保修業務に関する研修

・各段階および各設備に応じた教育
（２次系配管肉厚管理の専門研修なし）

※トラブル事例周知
・トラブル事例検討会、各職場での事例周知活動
（危機意識を高めることに焦点を絞ったものでは
なかった）

※法令、品質保証教育
・ＩＳＯ９０００内部品質監査員養成研修
・ＴＱＭ実務スタッフ研修
・品質管理応用研修
・品質管理基礎研修
・原子力法令基礎研修
（技術基準に特化した研修なし。主にＯＪＴ
に依存）

▼設備に関する知識付与の教育に加え、マネジメント、
品質保証、技術基準など安全確保の観点など充実
した教育となった。

▼講義だけでなく、討論や理解度確認を実施しており、
社員各層の安全最優先を目指したレベルアップが
図られつつある。

［教育システムの改善のポイント］
※原子力部門マネジメント研修

－各分野のトップクラスの専門家を招いて、経営層
へのマネジメント教育を新規設定した。

－受講報告では、役員クラスにも記述式レポートの
提出を求め、理解度を把握している。
（第３回研修より）

※保修業務研修（配管肉厚管理コース）
－従来の机上教育に加えて、
測定機器の校正、肉厚測定
等の実技も追加し、より実
践的な教育とした。

※危機意識を高める事例研修
－危機意識に対して更に理解を深め、自分の業務に
活かすため、継続的に理解度確認を実施している。

※技術基準研修
－メーカや当社の専門家を講師とし、技術基準に
特化した教育とした。

－職能によって関連条文が異なるため、機械関係と
それ以外とのコース分けを実施した。

なお、本研修は平成１９年度で対象者全員の受講が
完了したため、平成２１年度からは「原子力法令基礎
研修」および「保修基礎汎用技術研修」のカリキュラ
ムとし継続実施している。

◆教育実施に係るＰＤＣＡサイクルによる
教育システムの継続的な改善

今後の対応

２．安全のために積極的に資源を投入します。
添付⑥

▼安全文化、マネジメント、法令、技術基準、品質保証等
に関する教育の充実

【経営層に対する教育】
（役員クラス）

○講義と議論を通じて、安全文化に対する理解を深める。
※経営者勉強会：H17～21年度:計14回実施、H22年度: 2回実施

【原子力部門マネジメント層に対する教育】
（原子力関連役員～発電所運営統括長クラス）

○品質保証、安全文化、企業倫理、組織マネ
ジメントなどのマネジメント能力向上を図る。
※原子力部門 マネジメント研修
H17～21年度：計11回実施、H22年度：2回実施

【原子力部門第一線課長層に対する教育】
（発電所課長クラス）

○品質管理、コンプライアンス、マネジメントに関する能力向上を
図るとともに、原子力関係法令への理解を深める。
※第一線職場課長研修：H17～21年度 計40回実施､H22年度 4回実施
※法令等に関する研修：H17～21年度 各発電所9回（計27回）実施、

H22年度 各発電所 2回（計 6回）実施

（原子力部門実務者層に対する教育）
○配管肉厚管理、技術基準の適用などの業務遂行能力を高めると
ともに、危機意識、品質保証の原則等を付与・浸透させる。
※保修業務研修（配管肉厚管理コース）

臨時教育：H16.9～11
配管肉厚管理教育：H17～21年度:計6回実施、H22年度：1回実施

※危機意識を高める事例研修
H17～21年度：計8回実施、H22年度：1回実施

※技術基準研修
H17～19年度：計12回実施 対象者全員の受講が完了

※法令・保全指針類の改正時の伝達教育
技術ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰによる技術基準教育：H17.9から適宜実施
改正時の伝達教育：H18.2から開始（継続実施中）

※品質保証の原則の浸透教育
事業本部、美浜、高浜、大飯：H18.2～4
原子力部門の教育体系へ盛り込み、継続実施中：H18.9～
溶接継手問題を踏まえ、再教育を実施：H18.12～H19.4

※倫理に関する教育
H17～20年度：計39回実施
対象者全員の受講が完了したため、既存の研修カリキュラム
に取り込んだ。

【溶接事業者検査に関する教育体系の見直し】
○溶接に係る教育を育成段階毎に受講できる仕組みを策定し、H19年度

下期から実施中。

【法令教育の充実】
○法令ネットワークキーマンへの知識付与（社外セミナー等を活用）
を完了し、本格運用を開始(H20.2)。活動の成果物（教材）を部門
研修へ取込み済。

【安全文化醸成に係る教育の充実】
○日本原子力技術協会のｅラーニングを実施。(H19.11～H20.1)
○H20年度から既存教育へ取り込み、計画・実施中。
※ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰ(ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ防止)研修

H20～21年度：計3回実施、H22年度：3回実施
※ﾋｭｰﾏﾝﾌｧｸﾀｰ(安全意識･モラル)研修

H20～21年度：計2回実施、H22年度：2回実施
※新任役職者研修

H20～21年度：計4回実施、H22年度：1回実施
【法令遵守のための保安教育の徹底】

○保安教育の徹底を発電所に指示済。（H19.6）
○既存の主要法令に関する教育内容をレビューし、カリキュラム改善
を実施済。（教育項目追加）（H20.1）



⑦２次系配管肉厚管理システムの充実
３．安全のために保守管理を継続的に改善し、

メーカ・協力会社との協業体制を構築します。

事故前の姿 現状の評価現状の姿

【点検リスト】

▼点検すべき箇所が点検リストから漏れたまま
で定期的な見直しをしていなかった。

▼点検リスト漏れを不適合事象として水平展開
できていなかった。

【点検時期】

▼余寿命に対し余裕のない点検時期となって
いた。

※主要部位
・余寿命２年前までに点検を実施する。

※その他部位
・１０年で２５％ずつ点検していく。

【管理体制】

▼協力会社（日本アーム）と当社との役割分担
が不明確であった。

▼当社の２次系配管肉厚管理要員が不十分で
あった。

※要員数：当社 ３発電所で４名（非専任）
協力会社 ３発電所で３名 計７名

【点検リストの整備】
○事故後ただちに主要部位について点検リストを整備。
○原子力安全・保安院からの文書（H17.2）を受け、

その他部位等を加えて点検リストを再整備。
○３年毎の点検リストのレビュー、設備変更ならびに点検

リスト漏れを不適合事象として確実に点検リストに反映
する仕組みを整備。
※大飯発電所２号機第21回定期検査から定期レビューを開始
（H19.10）。

【点検時期の前倒し】
○主要部位、その他部位それぞれについて、肉厚管理の運用

方法を見直した。
※主要部位
・余寿命５年未満で、毎定期検査、点検を実施する。
（運転期間３０年以上のプラントは余寿命１０年未満）

・配管取替えは、原則耐食性に優れた材料とする。

※その他部位
・美浜発電所３号機は第２１回の定期検査中に未点検部位を

含め点検対象箇所（６，２６８箇所）を全数点検済。

又、ステンレス配管約１,３００箇所についても点検済。

・美浜発電所３号機以外のプラントの未点検部位についても、

全プラント点検済。[H19.8完了]

【当社による主体的管理体制の確立】
○点検計画から評価まで測定を除いて当社が直営で管理する。

※大飯発電所１号機第２０回定期検査から、順次展開中（H17.9）。

○２次系配管肉厚管理要員を増加した。
※要員数：３発電所で計３１名（専任）

○２次系配管肉厚管理システム（ＮＩＰＳ）を、協力会社
（日本アーム）から当社に移管。さらに、新システム
（原子力配管肉厚管理システム（Ｍ３８））への移行を

実施中（平成２２年１２月より、ユニット毎に切替）。
※スケルトン図と点検管理票のリンクなど人的ミス防止の
ための改善を実施済。

▼点検リストの整備が完了し、今後も定期的に
見直しする仕組みを構築している。
（点検すべき箇所がリストから漏れない仕組み
となっている）

▼余寿命に対して余裕をもって点検するように
なっている。
（高経年化を踏まえた管理の充実が図られている）

※１定期検査あたりの点検箇所数

▼測定を除く点検計画から評価まで当社が直営管理
することで役割分担が明確になっている。

▼十分な２次系配管肉厚管理要員を確保している。
※要員数

◆引き続き、２次系配管肉厚管理指針に
基づく適切な管理を行うとともに、必要に
応じた継続的な改善を図る

今後の対応

設備改造

配管スケルトン図、点検リスト
への反映

他プラント・他電力の水平展開
・減肉情報
・点検リスト漏れ情報

点検計画への反映

定期的なﾚﾋﾞｭｰ（３年毎）

検
査
会
社

測定実施 結果確認

直
営
管
理
体
制
（今
回
）

日
本
ア
ー
ム

２次系配管管理指針
仕様書作成

肉厚測定の実施

・余寿命評価結果確認
・補修計画反映

結果評価

ﾃﾞｰﾀの蓄積
１０年計画

管理票

関

西

電

力

補修計画

・余寿命評価・補修提案

結果評価提案

定期検査毎の点検箇所

点検計画に反映

発 注

ポイント立会い
事

故

前

工事結果の評価

ﾃﾞｰﾀの蓄積

関

西

電

力

補修計画点検リスト（原本）
点検計画表

２次系配管
管理指針 点検計画作成 仕様書作成 ポイント立会い

発 注

＜２次系配管肉厚管理フロー＞

事故前 再発防止対策実施後
（H16.8以前）

約４００箇所

約１４００箇所
３倍以上

事故の直接原因である２次系配管肉厚管理に
ついては、抜本的に強化・充実した。

事故前 再発防止対策実施後
（H16.8月以前） （直営管理開始後）

約４倍
当社

３１名(専任）

日本アーム ３名

当社４名（非専任）

添付⑦



⑧計画、実施、評価等の保守管理を継続的に改善

事故前の姿 現状の評価現状の姿

【保守管理の実施方針、基本的な考え方】

▼発電所の保守管理の一義的な責任が当社に
あることが明確でなかった。

（明文化されていなかった）

【保守管理に関する役割分担・調達管理】

▼保守管理に関する、当社・メーカ・協力会社
の役割分担、調達管理の方法が明確でないと
ころがあった。

○２次系配管肉厚管理にあたり、点検管理票の管理を
協力会社（日本アーム）に任せていた。

【保守管理の実施方針、基本的な考え方の明確化】

○発電所の保守管理の一義的な責任は当社にあり、保守
管理を継続的に改善することを社内標準で明確化した。

・社員に対して周知教育および伝達教育により周知する
とともに、協力会社（元請会社）に対しても安全衛生
協議会等を活用し、説明を実施。

※「保守管理の実施方針」（H17.5.16制定）
・安全を何よりも優先することを基本とし、安全のため
には積極的な資源の投入は勿論のこと、メーカ、協力
会社との協業を図りつつ、保守管理を継続的に改善して
いきます。

※「保守管理の基本的考え方」（H17.5.17制定）
・安全を維持向上させるために科学的、合理的な保全
方法を選択します。

・設備信頼性の維持向上および労働安全の確保等の観点
から、積極的に点検・設備改善を実施します。

・原子力発電所を所有しているものとして我々が保守
管理に関して一義的な責任を有しています。 等

【保守管理に関する役割分担・調達管理の明確化】

○全工事を工事形態毎に類型化し（９分類）、当社および
メーカ、協力会社の役割分担、調達管理の基本計画（｢原則｣）、
「原則」を基にした工事形態毎の「役割分担表」
を策定した。現在、「役割分担表」の考え方を各工事の
仕様書へ展開している。（H18.10～）
役割分担表の活用効果を確認するアンケートを実施（H21.3）
し、定着化が確認できたので、チェックシートの一律運用を
廃止。現在は新規配属者等の教育ツールとして活用中。
※「原則」（H17.9.27制定）
・工事の業務ステップ毎に当社と調達先（メーカ、協力会社）
の役割分担を整理。

○関電－三菱技術協定

・三菱重工㈱のプラントメーカとして果たすべき役割等に
ついて、長期的な視野に立った検討を当社・三菱の両社
間で検討を行い（９回開催）､技術連携内容に関する合意書
を締結。（H19.4）

○協力会社の力量把握の実施状況について、当社が元請会社

を通じて定期的に確認し、当社が指導・助言していくため

の方策を策定した。（H20.4）

この方策に基づく社内標準（「原子力発電所請負工事一般

仕様書」等）の反映を実施し、調達要求事項を明確化。(H20.6)

・「原子力発電所請負工事一般仕様書」の要求に基づき、

各協力会社の「品質保証計画書」を改訂済。（H21.2）
・定期的な品質監査の対象となっている元請会社の実施状況を

確認。（H20年度下期3社、H21年度7社、H22年度5社確認済）
・協力会社技能認定者（作業責任者、棒芯［リーダー］）の

育成計画の確認・指導を継続的に実施。

▼安全を最優先として保守管理の継続的改善に
取り組むこと、発電所の保守管理の一義的な
責任が当社にあるということが明確になっている。

▼保守管理に関する、当社・メーカ・協力会社の
役割分担、調達管理に関する基本計画が明確に
なり、調達管理の改善ができるようになった。

▼ヒューマンファクター関連のトラブルや類似の
トラブル（水漏れなど）が多発したことを踏まえ、
協力会社の力量維持向上やトラブル・不適合の
根本分析、傾向分析に取り組んでいる。

◆抽出された問題点、改善点に対する
改善方策を全ての個別工事・委託の
調達仕様書等に規定し、確実な調達
管理を実施（H18年度から継続実施中）

◆協力会社の力量把握方法や教育・訓練
の実施内容および作業責任者や棒芯
（リーダー）の育成計画状況等を当社
が定期的に確認し、指導助言していく

（継続実施）

◆トラブル・不適合の根本原因分析、
傾向分析の継続実施

今後の対応

保
守
管
理
の
流
れ

関西電力 メーカ、協力会社

基本計画

設計・施工

評価・改善

技術情報

工程調整・

現場支援

懸案事項

３．安全のために保守管理を継続的に改善し、
メーカ・協力会社との協業体制を構築します。

実施事項

役割分担、調
達管理の基本
計画策定

基本計画の展
開と分析評価

具体的展開お
よびフォロー

協力会社の力
量把握対応

取組みスケジュール

＜当社保守管理部門社員（対象者約860人）への
アンケート結果（H18.3）＞

質問：保守管理の実施方針、基本的考え方が明確に
なったと思いますか

1%（無回答）

96%
（思う）

3%
（思わない）

添付⑧

▼ WG設置

代表工事の業務フロー、
役割分担表及び原則作成

役割分担表の実工事への適用

改正した仕様書及び社内ルールの運用

工事形態ごとの
役割分担表及び原則を決定

力量把握方策の検討
展開

効果確認
チェックシートの一律運用廃止

▼

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度以降

新規配属者等の教育ツールとして活用



⑨監査の充実

事故前の姿 現状の評価現状の姿

▼社内標準や品質保証体制の整備状況に監査の
力点が置かれていた。
（個別業務の手順やプロセスまで踏み込んで
いなかった。）

【監査の内容】

○社内標準や品質保証体制の整備状況に関する監査が
主体となっていた。

【監査の視点】

・社内標準の規定状況
・品質保証体制の仕組みの整備状況
・社内標準に基づく実施状況 等

【監査の体制】

○本店に在籍し、監査の都度、発電所に出向いていた。

○業務のモニタリング活動については、原子力部門
の内部監査の確認が主となっていた。

○業務のプロセス監査
【監査の内容】

・ベース業務のプロセスに着目した監査へシフト。
【監査の視点】

・計画された手順で業務が実施されているか
・計画された手順が有効かつ効率的か 等

【監査の実施状況】

・平成17年度；16件の定期検査工事を対象に実施済。
・平成18年度；17件の定期検査工事を対象に実施済。
（美浜発電所１号機第22回定期検査工程遅延により2件を延期した）
・平成19年度；14件の定期検査工事他を対象に実施済。
・平成20年度；6件の業務委託を対象に実施済。
・平成21年度；6件の業務委託を対象に実施済。
・平成22年度；6件の業務委託を対象に実施済。

○経営監査室の若狭地域への駐在
【監査の体制】

・現場支援のための各種対策が機能的に効果を上げているかどうか、
保安活動の一翼を担う協力会社の活動が円滑に実施されているか
どうか、さらには安全最優先を掲げる経営計画に従い業務が適切
に展開され、実施されているかどうかの観点から、その実施状況
を機動的かつ正確に把握するため経営監査室に「発電所担当」を
設置し、若狭地域に駐在。

・ベース業務のプロセス監査の実施（書類調査、ヒアリング）。
・監査結果の水平展開。
・会議体へのオブザーバー参加。
・不適合管理や是正処置に関し、原子力事業本部が適切な対応を
行っているかをモニタリング（「美浜発電所３号機主復水配管
修繕工事に係る不適切な取扱いについて」の反映）。 等

○外部監査（ロイド・レジスター・ジャパン）
・平成17、18年度は再発防止対策を受けた新しい業務のルール
とその実施状況、平成19年度は再発防止対策の3年間の総括
評価を行った。平成20年度は再発防止対策の取組状況、定着
状況について、プロセス監査の手法等を用い監査を実施した。
平成21年度以降は、再発防止対策に係る日常的に実施している
業務のプロセスや品質目標活動の実施状況について、監査を実施
している。

【参考】
三菱重工㈱に対する監査
三菱重工㈱に対する特別な監査は、評価の視点（改善対策の

確実な実施等）に照らし妥当なものと判断し、当初の目的は
達成できたことから終了した（H19.12)。
平成20年度以降は、定期的な監査にて確認している。
(当面、１回／年実施することを基本とする）
＜監査場所および監査実施日＞
・高砂製作所：H20.6.4
・神戸造船所：H21.1.9、H21.8.5、H21.12.15,16、H22.12.22

▼ベース業務のプロセス監査等を着実に実施しており、
現場に則した実効ある改善提言を実施している。

・平成17～19年度の3年間は、主に保修課の定期

検査工事他を対象に、また、平成20～22年度の

3年間は、保修課以外の調達管理（業務委託）を

対象に業務プロセス監査を実施した。
不適合や改善要望事項は、検出されているものの、
プロセスに内在するリスクについては、概ね
コントロールできていることを確認した。

▼若狭地域駐在の「発電所担当」により、監査結果の

水平展開状況の確認、不適合管理や是正処置の実施

状況モニタリング等を確実に実施している。

▼外部監査では、第三者審査機関（ロイド・レジス

ター・ジャパン）による再発防止対策に係る監査が

実施され、平成22年度における主な所見は以下の

とおり。

・Ｍ３事故再発防止対策は、日常業務として適切に実行

されており、自律的改善活動意識も定着している。

・品質目標活動の中に組み入れたセルフチェック活動が

適切な方法・手順で実施されている。

・指摘事項はなく、参考コメント1件、良好事例10件。

◆平成23年度は、保守管理業務に係る
プロセス監査や不適合管理等のモニタ
リングを継続

◆平成23年度外部監査（ロイド監査）の実施

今後の対応

原子力監査グループ 計9名（本店）

３．安全のために保守管理を継続的に改善し、
メーカ・協力会社との協業体制を構築します。

※H18.4.26に「経営監査室」に組織改正

原子力監査グループ 計13名

原子力事業本部駐在 4名

発電所駐在(美浜、高浜、大飯) 各 3名

経営監査室

添付⑨

品質・安全監査室※



⑩メーカ、協力会社との協業

事故前の姿 現状の評価現状の姿

【メーカ、協力会社との対話活動】

▼安全に関するメーカ、協力会社からの提案、
要望に対し、迅速に対応できていなかった。

※協力会社の声
・改善提案をしても、関電は聞きっぱなしで、
一方通行。

・関電社員は現場に来なくなり、電話や事務所
だけでのやり取りが多くなった。

【メーカ、協力会社との情報共有】

▼メーカ、協力会社のトラブル等の水平展開の
検討は自発的な活動に留まっていた。

※メーカ、協力会社は、公開のホームページから
トラブル情報を自ら入手して検討し、当社への
改善提案を行っていた。

【他電力会社との情報共有】

▼電力会社間のトラブル水平展開の要否の検討
は、各電力会社毎に行っており、検討結果に
ついての情報共有が不十分であった。

【メーカ、協力会社との対話活動の強化】

○発電所所次長と元請会社との懇談の実施。
○安全衛生協議会の活動、協力会社の朝礼、作業前打合せ等を

通じた、発電所課長以下とメーカ、協力会社とのコミュニ
ケーションの強化。

＜対話活動の改善＞
○協力会社とのコミュニケーション改善のため、「コミュニ

ケーションレベルアップ集」を作成（H19.10）し、アンケート
結果を踏まえ一部見直し、職場懇談会等で議論を行い社員の
意識改革を図っている。（H21.10）

○協力会社との意見要望情報の共有化と、回答作成の迅速化・
効率化を図るため、情報共有データベースを整備し、本格運用
を開始。（H20.10～）

【メーカ、協力会社との情報共有の強化】
○定期的な情報交換の実施。
※設備の故障・不具合情報、改善情報、製造中止情報等について、
定期的に情報交換を行う。

○技術情報連絡会の実施。
※メーカ、協力会社毎に、技術情報連絡会を実施。
平成１７年度以降各年度とも各社２回を基本として連絡会を実施中。

［共有化情報の例］
・リード線やケーブルの損傷が想定される換気空調用モータ端子部の
点検方法の見直しについての改善提案を、全プラントに水平展開。

○三菱重工㈱とＷＧを設置し、長期的な連携方策の検討を行い、
技術連携内容に関する合意書を締結（H19.4）。
※ワーキング開催：9回（終了）

【他電力会社との情報共有の強化】

○ＰＷＲ事業者連絡会の実施。
※ＰＷＲ電力会社5社、三菱重工業、三菱電機で構成。
これまでに16回実施（H17年度4回、H18年度3回、H19年度3回、
H20年度2回、H21年度2回、H22年度2回）しており、今後も継続して
実施する。
［共有化情報の例］
大飯発電所４号機復水器第5抽気管伸縮継手内筒損傷について

【ニューシア＊情報等を活用した情報共有の推進】
○ニューシア保全品質情報の登録対象拡大、登録基準の明確化

を全電力会社大の取組みとして実施。
○元請協力会社との情報共有ＤＢに、当社トラブル情報や

ニューシア保全品質情報を掲示。（H19.7運用開始）
＊ニューシア(NUCIA)：原子力施設情報公開ライブラリー(Nuclear Information Archives)

日本原子力技術協会が運営する、原子力発電所や原子燃料サイクル施設の運転
に関する情報を広く共有するためのサイト。 （URL）http://www.nucia.jp/

▼メーカ、協力会社の提案・要望に適切に対応し、
パートナーシップが構築できるよう努めている。
＜アンケート結果＞
・「ものを言いやすい雰囲気」の回答では肯定的評価が

徐々に上昇。
・「意見や要望に対して一緒になって考え、実現して

くれる」との声等もでており、活動の成果が現れつつ
ある。

▼他発電所、他電力のトラブル等の水平展開に
ついて、当社とメーカ、協力会社との連携が強化
された。

▼各電力会社のトラブル情報を共有するなど、
電力間の連携が強化された。

◆メーカ・協力会社との対話活動の継続

◆情報共有活動の継続的な実施

今後の対応

故障・不具合情報 製造中止情報保守情報

当 社
メーカ、協力会社

（約30社）

保修計画に反映

水平展開要否検討
同種事象発生の可能性、
点検計画への反映検討

設備設計改善情報

情報提供

情報提供

３．安全のために保守管理を継続的に改善し、
メーカ・協力会社との協業体制を構築します。 添付⑩

＜協力会社に対するアンケート結果＞

第7回：平成22年 9月実施（約3,500人）

第6回：平成21年10月実施（約3,300人）

第5回：平成20年10月実施（約3,100人）

第4回：平成20年 1月実施（約2,700人）

第3回：平成19年 2月実施（約2,800人）

第2回：平成18年 3月実施（約2,200人）

第1回：平成17年 9月実施（約2,500人）
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【意見・要望に対する迅速なフィードバック】

【意見・要望を聞こうとする関電の姿勢】



▼立地地域に、より軸足を移した事業運営が行える
組織になった。

○組織改正後の業務運営状況等について聞取り等に
より確認した結果、保修関係業務において、
発電所から原子力事業本部に相談するときなどに
対応箇所が明確でない業務があり、対応窓口を
一元化する発電所支援強化策が必要と認められた
ことから、新たに原子力事業本部に「保修グルー
プ」を設置した。（H18.9）
（H22.6の組織改正にて、技術部門から発電部門に保修関連グループ（機械、

電気）を移管し、「保修グループ」を「保修管理グループ」に改称。）

○これにより、原子力事業本部が直接発電所の運営
状況を把握し、支援する体制となった。

○地域とのコミュニケーションについては、経営
トップが地元の皆さまと会合を持つ等、従来以上
に活発に実施している。

⑪原子力事業本部の福井移転
４．地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。

事故前の姿 現状の評価現状の姿

【原子力事業本部と若狭支社、発電所】
（３層構造、不十分な発電所支援）

▼発電所、若狭支社、原子力事業本部の３層
構造であったため、原子力事業本部による
現場第一線の状況把握および支援が不十分
であった。

【原子力事業本部の軸足】 （大阪）
▼原子力事業本部が大阪に位置していたため、
発電所立地地域である福井県に軸足を置いた
事業運営が不十分であった。
（福井に経営層が３名勤務）

【品質・安全監査室】（大阪に所在）

▼品質・安全監査室が大阪に位置していたため、
現場に密着した監査、モニタリングが不十分
であった。

【原子力事業本部と若狭支社、発電所】
（原子力事業本部と若狭支社の統合、

事業本部による発電所支援強化）

○発電所、原子力事業本部の２層構造とし、事業本部が直接、
発電所の状況を把握し支援する組織に再編した。
・特に、高経年化対策および大型工事計画について発電所に対する
支援を強化するため、原子力事業本部に「高経年対策グループ」
「工事センター」を設置。

○膝詰め対話等から出された現場第一線の問題点について、社内
諸制度ＷＧにて、解決する仕組みを構築。

※社内諸制度ＷＧ開催状況
第１回：H17. 6.13 第２回：H17. 8.29
第３回：H17.11.16 第４回：H18. 1.19
第５回：H18. 3.29 第６回：H18. 7.26
第７回：H18.12.26 第８回：H19. 6.25
第９回：H19.12.13 第10回：H20. 6.18
第11回：H20.12.12 第12回：H21. 6.18
第13回：H21.12.14 第14回：H22. 6.16
第15回：H22.12. 7

【原子力事業本部の軸足】（福井移転）
○発電所立地地域に事業運営の軸足を置くため、原子力事業本部

を福井に移転した。（H17.7.25）
・事業本部長（副社長）をはじめとする経営層（８名）が福井

で勤務。
・大阪から180名（事故後に先行して発電所に異動した要員20名

含む）が福井に移転。
・旧若狭支社コミュニケーションＧと福井事務所を一体化し、

地域共生本部（福井市）を設置。
○原子力事業本部 地域共生本部の組織改正を行い、「エネルギー

研究開発拠点化プロジェクトチーム」を新設した。(H18.4)
【経営監査室】（若狭駐在）

○現場に密着した監査、モニタリングを実施するため、原子力
事業本部および各発電所に経営監査室員を配置した。

※原子力事業本部：４名 各発電所：３名（常駐）

・発電所駐在の経営監査室員により、業務のプロセスに着目
した監査を実施。

◆福井県全域への広報活動の展開や、地元
に軸足を置いた事業運営の強化・充実

今後の対応

高浜発電所 美浜発電所

原子力事業本部

若狭支社

約200名

約230名

約1,310名

＊要員数は平成１６年７月３１日現在

大飯発電所

＊要員数は平成１７年７月２５日時点

（大阪）

添付⑪

高浜発電所 美浜発電所

約330名

約1,420名

約100名
増加

原子燃料
サイクル室

40名

大飯発電所

原子力事業本部
（約290名）

地域共生本部
（約40名）

経営監査室（若狭駐在）※

13名

（大阪） （福井）

※H18.4.26に「品質・安全監査室」から組織改正



⑫コミュニケーションの充実

事故前の姿 現状の評価現状の姿

地元の方々とは、従来から活発なコミュニケー
ション活動を実施してきたが、不十分であった。

【地元の方々と経営層との直接対話】

▼当社の経営層が、地元の方々と直にコミュニ
ケーションをとる機会がなく、地元の声を
経営に十分活かせていなかった。

○漠然とした不安など、具体性のない地元の声は
経営層まで届けていなかった。

○コミュニケーショングループが行う対話活動だけ
で地元の方々には満足していただいていると
思っていた。

【技術系社員の地元の方々との対話活動への参加】

▼地元の方々には発電所の実態が伝わりにくい。
またその一方で、現場第一線で働く技術系
社員には地元の不安感が伝わりにくく、両者
の意識に差があった。

○発電所の安全上問題のないトラブルでも、地元の
方々は心配されていた。

○地元との対話はコミュニケーショングループの
仕事であり、それ以外の社員、特に技術系社員に
とっては関係のない仕事との認識であった。

【地元の方々のご意見の有効活用】

▼拝聴したご意見に対しては、これまでも確実
に回答をしていたが、一元的に管理する
仕組みがなく、発電所運営に十分に活かし
きれていなかった。

○お客さまの目線にたったＰＡができていなかった。

地元対話活動の方法を見直し、充実を図った。

【地元の方々と経営層との直接対話】

○社長、役員が発電所立地町に赴き、地元の方々と直接対話
活動を実施。

※地元の方々と経営層との直接対話
・美浜町 H17.8.9、H18.10.11、H19.10.10、H21.1.26

H22.1.26、H23.1.25
・高浜町 H18.1.5、H19. 1.12、H20. 1.15、H21.1.19

H22.2.23、H23.1.26
・おおい町 H18.1.5、H19. 1.12、H20. 1.15、H21.1.19

H22.2.23、H23.1.26
［地元の方々の声］
・子ども達が将来、原子力のある美浜町にずっと暮らしたいと思えるよう
私たちも頑張るので、関電も安全・安心でやってほしい。

・安心はメンタルの問題。ヘリから機材が落下しても、全て「関電」と
なるのでしっかりやってほしい。

＜第6回美浜町原子力懇談会（H23.1.25)＞

【技術系社員の地元の方々との対話活動への参加】

○原子力事業本部、発電所等の技術系社員による各戸訪問
活動、地元説明会等への参加。

※技術系社員の各種説明会への参加
H22年度下期実績（H22.10～H23.3） 77回中 30回に参加
これまでの累積（H23.3末現在） 1,148回中 414回に参加

※技術系社員の各戸訪問への参加
・美浜町（全戸）H16.11、H17.9･12、H18.6･12、H19.6･12

H20.6･12、H21.6･12、H22.7、H22.12、H23.3
(H18.6以降、事業本部及び発電所幹部も参加)

・高浜町（地元区） H17.10、H18.1、H19.1、H20.1、H21.1
H22.1、H22.12

・おおい町（地元区）H17.10･12、H18.3･6･9･12
H19.3･6･9･12、H20.7･9･12、H21.3･6･10･12
H22.9、H22.12

［各戸訪問に参加した技術系社員の声］
・技術系社員は地域の方と接する機会が
少ないので、生の声が聞ける各戸訪問
活動は必要だと思う。

・｢完全なものはない｣との言葉をいただき
今後のトラブル対応でよく考えて行動
する必要があると感じた。

【地元の方々のご意見の有効活用】

○地域共生会議及び対話情報共有責任者の設置
・コミュニケーション活動でいただいたご意見を一元的に管理
する仕組みを構築し、確実に管理する。

・ご意見の整理、対応、フォローまでの処理を明確にするために
運用していた「コミュニケーションガイドライン」(H18.6.7～
H19.3.23）を社内標準「地域対応業務要綱」として整備。

（H19.3.24）
・地域の声を協力会社や現場第一線の従業員へ伝達。
協力会社も含めた社内コミュニケーション誌の発行と、
地域の声の掲載。(H19.7･9･11、H20.2･4･7･10、H21.2･4･7･11、
H22.1･4･7･11、H23.1）

▼地元の方々の声を発電所運営及び経営に活かす
基盤ができた。

○社長、役員が地元の方々と直接対話する原子力
懇談会や、技術系社員が参加する各戸訪問活動
等を通じて、各層の方々から原子力事業運営に
対する意見・要望等の声が得られるようになり、
地域とのコミュニケーションが充実したものと
なっている。

○いただいた意見に対しては適切に対応し、地域
共生会議において経営層まで情報共有している。

○今後とも、協力会社の方を含めて現場第一線まで、
地域の方々の安全運転を求める声、トラブル等に
対する不安感の声などを浸透させていく。

▼今後とも安全文化の再構築を着実に進め、地域の
ご理解を得る必要がある。

▼電力消費地に対して、原子力の重要性や環境
優位性などの情報発信を積極的に行っている。

○平成17年秋以降、テレビＣＭの放映や在阪テレビ
局での番組放映を行っている。

◆地元の方々とのコミュニケーション
活動を継続

◆電力消費地への情報発信を継続

今後の対応

４．地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。

•地域の方々の思いを把握し、疑問や不安に的確
に応える情報発信を継続

•地域の声が、協力会社を含む現場第一線と共有
され、一人一人が地域の方々の思いを受け止め
た事業活動を行えるような環境整備の推進

添付⑫



○主な事業の取り組み

※重点施策

ⅰ「福井クールアース・次世代エネルギー産業化プロジェクト」

・国の研究費支援制度などを活用し、４つの分野において産業化を目指した産学官

共同研究を実施。このうち熱交換ｼｽﾃﾑ分野では経産省の低炭素化社会実証ﾓﾃﾞﾙ事

業の補完研究として、温室栽培におけるﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ空調システムの開発・実証を実

施。この取組みにより、嶺南地域における冬季施設園芸振興（農工連携）も図る。

（４つの分野） ・電力貯蔵分野（リチウムイオン電池など）

・分散型発電分野（燃料電池など）

・熱交換システム分野（高効率ヒートポンプ空調など）

・液化燃料製造分野（石油に代わる燃料製造など）

ⅱ「嶺南新エネルギー研究センター」

・研究開発室所管の「嶺南新エネルギー研究センター」を原子力事業本部内に開設

（H20.10）､ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ製造に関する研究施設を整備。(H21.10）

・県内大学、高専の技術シーズを活用し3つの共同研究を実施中。（H20.10～）

・若狭地域における大規模太陽光発電設備の整備に向けて基礎研究を開始。

ⅲ「国際原子力人材育成センターの設置」

・原子力先進県の福井県を国際的な原子力人材育成の拠点としていくため、国内外の

研修生等受入れ総合窓口となる当センターの設置、運用開始に向け、協議会に参画

し、あり方について検討。(協議会設立総会H22.3)
※高経年化対策
・原子力発電所内で使われていた機器や構造物などを分析・研究する高経年化に
関する研究施設（ホットラボ）を、「原子炉廃止措置研究開発センター（旧ふ
げん）」内に整備。現在、日本原子力研究開発機構と研究を推進中。

・「福井県における高経年化調査研究会」へ積極的に参画し、国の委託事業を
活用した高経年化研究を大学や研究機関と連携して推進。

※地域の安全医療システム整備
・高規格救急車を各発電所１台配備。（H18.9～）
・緊急時の患者搬送用ヘリコプター２機を大阪･八尾空港に確保。（H18.3）
・「嶺南医療振興財団」を設立（H19.3）。同財団公益財団法人へ移行。（H21.8.4）
・医学生への奨学金制度を設置。（H19年度から延べ33名に貸与）
・研修医師確保支援制度を設置。（H19年度から延べ22名支援）
・熱傷等にも対処できる医療施設を小浜病院に整備。（無菌室・高気圧酸素治療室～
H21.3運用開始、除染施設・ﾘﾆｱｯｸ～H23年度に整備予定）

※県内企業の技術者の技術向上に向けた技術研修の実施
・技術研修カリキュラムを作成し、研修に際して原子力研修センター施設および
講師を提供。（H17.9～）

・ＯＪＴ研修制度の創設を支援し、原子力発電所施設を研修の場として提供。
（H18.9～）*ＯＪＴ研修＝元請会社の「現場作業責任者」ｸﾗｽの知識・技術を習得
できる実務研修

※県内大学における原子力・エネルギー教育体制の強化
・福井大学に原子力安全システム研究所から講師等を派遣。（H17年度～）
（H22年度：客員教授2名、客員准教授1名）

※小・中・高等学校における原子力・エネルギー教育の充実
・副教材用小冊子の作成・配布。（H22年度：県下の中学校81校に約8,500部配布）
・当社ＰＲ施設「若狭たかはまエルどらんど」に小中学生を対象とした「エネル
ギーと環境教室」を開設。（H18.5～）

・ブロードバンドを活用した「ライブ配信授業」を美浜町（H18.11）や高浜町
（H19.12、H20.11）と連携して実施。

※国際会議等の誘致
・APEC開催記念「国際ヒートポンプミーティング」を開催。（H22.6）

※産学官連携による技術移転体制の構築

・福井県内企業が「関西電子ビーム㈱」の電子線照射施設を有効に活用できるよう、

共同研究や事業展開について協議する研究会を設置。(H22.1)
※企業誘致の推進
・原子力関連企業はもとより、優良企業の福井県誘致に向け、県・市町との連携
のもと積極的な企業訪問活動を実施中。（H18.6～誘致実績累計：8社）
（H20年度実績：55社訪問、H21年度実績：55社訪問 H22年度実績：52社訪問）

⑬地域との共生

現状の評価現状の姿

▼エネルギー研究開発拠点化計画が着実かつ円滑
に推進できるよう、積極的な取組みを展開して
いる。

○「拠点化推進方針」を踏まえた福井県との協議
に基づき、対応できるものから着実に実施して
いる。

○事業者として主体的、積極的に推進していくた
め、社内の推進体制を再整備し、福井県からは、
拠点化計画を推進する基盤が整ったことに「一
定の評価」をいただいている。

・原子力事業本部 地域共生本部の組織改正を行い、
「エネルギー研究開発拠点化プロジェクトチーム」
を新規設置。（H18.4）

・平成２０年度拠点化推進方針における重点施策に対
応するため新たに２名を配置（H20.4、H20.6各1名）

・現在、副本部長以下10名体制で計画を推進。

○平成２２年度のエネルギー研究開発拠点化推進会議
において、福井県知事から、｢産業の創出という
観点からは、データセンターをはじめとする企業
誘致や電子線照射施設の整備などようやく成果が
見え始めてきている。しかしながら、拠点化計画
における地域振興の基礎となる地元企業の原子力
業務への参入拡大やエネルギー関連の技術移転に
よる製品開発企業誘致などの施策については、
まだ十分とはいえず、継続的な努力を必要とする
ものであり、今後とも電力事業者、大学、研究機関
の協力を得ながら、県民が実感できる成果にして
いかねばならない。｣との発言があった。

◆福井県との協議のもと、事業者として
主体的、積極的な活動を推進

◆引き続き、タイムリーに当社の取組みを
情報発信していく

今後の対応

４．地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。

＜重点施策＞
・拡 国際原子力人材育成センター
・新 エコ園芸振興拠点化プロジェクトの推進
・原子力安全研究施設
・広域の連携大学拠点の形成
・嶺南新エネルギー研究センター
・高速増殖炉（FBR）を中心とした国際的研究開発拠点の形成
・レーザー共同研究所
・福井クールアース・次世代エネルギー産業化プロジェクト

＜基本施策＞
１ 安全・安心の確保

①高経年化研究体制
②地域の安全医療システムの整備
③陽子線がん治療を中心としたがんの研究治療施設の整備

２ 研究開発機能の強化
①高速増殖炉研究開発センター
②原子炉廃止措置研究開発センター
③若狭湾エネルギー研究センター
④関西・中京圏を含めた県内外の大学や研究機関との連携促進

３ 人材の育成・交流
①県内企業の技術者の技能向上に向けた技術研修の実施
②県内大学における原子力・エネルギー教育体制の強化
③小・中・高等学校における原子力・エネルギー教育の充実
④国際原子力情報・研修センター
⑤国等による海外研修生の受入れ促進
⑥国際会議等の誘致

４ 産業の創出・育成
①産学官連携による技術移転体制の構築
②原子力発電所の資源を活用した新産業の創出
③企業誘致の推進

福井県福井県エネルギー研究開発拠点化計画エネルギー研究開発拠点化計画
（平成２３年度推進方針）

福井県エネルギー研究開発拠点化計画
への協力

【福井県エネルギー研究開発拠点化計画への協力】

○地域との共存・共栄の観点から、福井県エネルギー
研究開発拠点化構想を具体化
・「福井県エネルギー研究開発拠点化計画策定委員会」に
社長が委員として出席し、計画策定に参画。

（H16.5.19、H17.1.29、H17.3.26）

○「エネルギー研究開発拠点化推進会議」への参画
・拠点化推進会議（H17.11.10、H18.11.12、H19.11.11、

H20.11.8、H21.11.15、H22.11.14開催）において、委員
（社長）が当社の取組みを示し「拠点化推進方針」の策定
に参画。

○「エネルギー研究開発拠点化推進組織」への要員派遣
・若狭湾エネルギー研究センターに設置された「拠点化
推進組織」に4名を派遣。（H17.7～）

添付⑬

本部長

（地域共生本部の現体制）

副本部長

地域共生グループ

技術運営グループ

広報グループ

エネルギー研究開発拠点化
プロジェクトチーム



⑭再発防止対策を確認し、評価する仕組みの構築

現状の姿 現状の評価

▼再発防止対策を推進し、客観的に評価、改善
する仕組みが有効に機能している。

○適切な改善指示により、再発防止対策が着実に実施
されている。

・改革委員会で再発防止対策をフォロー、改善指示を
出すとともに、検証委員会で再発防止対策の充実に
つながる意見が出された結果、平成17年10月から
再発防止対策の29項目すべてが実施段階に入り、順次、
評価・改善段階に移行。

○全社を挙げて原子力を支える体制が整った。

・原子力部門の現場実態を含めた再発防止対策の実施
状況が、原子力部門以外の役員にも共有され、人事、
予算、購買、総務等の面からも安全最優先の実現に
向けて推進。

［原子力保全改革委員会］

○原子力保全改革委員会を設置し、再発防止対策を
明確な責任体制のもと着実に推進。

※委員会は原子力事業本部以外の役員を主体に構成。

※第1回（H17.4.11）から第142回（H23.5.13）まで、
週1回～月1回の頻度で開催。

・再発防止対策の実施計画を策定、公表。（H17.6.1）
・配管刻印問題やH17年度上期のトラブル多発を受け、
再発防止対策の充実等を図り、公表。（H17.12）

・社長によるマネジメントレビュー（H18.2.6）を受け、
再発防止対策の実施状況を報告書として取りまとめ、
公表。（H18.2.15）

［原子力保全改革検証委員会］

○原子力保全改革検証委員会は、社外の見識も含めた
独立的な立場から、再発防止対策の有効性を検証
するとともに、原子力の安全文化の醸成に係る事項
について助言。

※委員会は、法律、原子力、安全等の有識者、専門家
である社外委員と社内委員で構成。

社外委員：第１回～10回：大森政輔委員長他６名
第11回 ：佐藤信昭委員長他５名
第12回 ：佐藤信昭委員長他４名
第13回～16回：佐藤信昭委員長他５名

※経営監査室が重点検証テーマを監査。
検証委員に対して、再発防止対策の実施状況
および監査結果を随時説明。

※委員会が、対策実施状況の報告等を受け、あるいは、
対策の実施状況を発電所に赴き直接確認するなどして、
再発防止対策の有効性を検証。

※16回開催。
H17. 6.17、H17.10. 7、H18. 1.24、H18.4.18、
H18. 7.24、H18.10.24、H19. 1.22、H19.4.24、
H19.10.23、H20. 5.16、H20.11. 7、H21.4.17､
H21.10.30、H22. 5.14、H22.11.12、H23.5.20

５．安全への取組みを客観的に評価し、
広くお知らせします。

・予算制度の見直し（経理部門）

・協力会社の技術伝承に要する費用の支出（購買部門）

・要員の強化（人事部門）

・運転計画策定方針変更に伴う電力需給バランスの評価
（電力システム部門）

・刻印問題への対応体制の構築
→事実関係確認・原因究明チームと対策立案チームの設置

および対応策の審議

○重点検証テーマを設定し、監査手法も活用して検証。

第１回：「経営計画における安全最優先の明確化と浸透」
「２次系配管肉厚管理システムの充実」

第２回：「労働安全活動の充実」「メーカ、協力会社との協業」
「地元とのコミュニケーションの充実」

第３回：「安全の確保を基本とした工程の策定」
「発電所保守管理体制の増強等」等

第４回：「教育の充実」「監査の充実」「地域との共生」
「計画、実施、評価等の保守管理を継続的に改善」等

第５回：「労働安全活動」
「定検工事における再発防止対策の実施状況(高浜)」

第６回：「保守管理の継続的改善」
「定検工事における再発防止対策の実施状況(大飯)」

第７回：「高経年化対策」

第８回：「地域の信頼」
「定検工事における再発防止対策の実施状況(美浜)」

第９回：「経営トップによる安全最優先の徹底」
「安全文化評価の試行状況」等

第10回：「調達管理の充実強化」「地域との共生」
「安全文化評価の試行状況」等

第11回：「安全文化の醸成状況」「再発防止対策の実施状況」
第12回：「安全文化の醸成状況」「再発防止対策の実施状況」

第13回：「安全文化評価の実施状況」「平成２１年度重点施策の

実施状況」「現場の安全に関する諸施策の実施状況」

第14回：「安全文化の醸成状況」「再発防止対策の実施状況」

第15回：「安全文化の醸成状況」「再発防止対策の実施状況」

第16回：「安全文化の醸成状況」「再発防止対策の実施状況」

改革委員会の議論により、会社全体で取り組んだ事例

◆今後とも、風化防止に向けた取組みや継続
的な改善等を推進し、安全を確保していく

今後の対応

検証委員会 重点検証テーマ

添付⑭－１

【第10回原子力保全改革検証委員会での評価】
「関西電力の安全文化の再構築は自律的に進められて

いると言うことができる。」
「今後とも安全最優先を肝に銘じ、再発防止対策及び

安全文化の再構築の取組みをさらに進展させ、『関西
電力の安全文化』を醸成し、社会の信頼を高めていく

ことを期待する。」

【第12回原子力保全改革検証委員会での評価】
「美浜発電所3号機事故の教訓を風化させず安全最優先
の事業運営を図るため、平成20年度から、原子力の
安全文化評価を本格的に開始した。」
「今後は、その評価結果に基づく重点施策の具体化と
実行を適切に進めていくことにより、安全文化の醸成
をさらに深めていくことを期待する。」

【第15回原子力保全改革検証委員会での評価】
「運転中プラントへの立入り制限に関する対策について
は、運転中に必要な保全活動とその作業内容ごとの安全
対策を定め、平成22年4月から試運用を開始した。検証
委員会としても、平成22年9月に美浜発電所の１、２号
機タービン建屋の視察を行い、施策の実施状況を確認
した。今後、本施策については、本日の委員会で出され
た立入り制限の必要性の周知についての意見等や中間
評価以降の試運用に係る現場の改善意見を活かして社内
標準化を行い、本格運用につなげていただきたい。」
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⑭再発防止対策を確認し、評価する仕組みの構築（周知・広報）
５．安全への取組みを客観的に評価し、

広くお知らせします。

現状の評価現状の姿

・「『越前若狭のふれあい』で､都度､検証委員会の結果は
分かるが、各委員からどのような意見が出ているのか掲載
してほしい」

<出典：「越前若狭のふれあい」No.3アンケートはがき(2件)>

・ 新潟県中越沖地震を受けての意見「住民へ関電の取組
状況を情報発信してほしい」、「今後安心を与えていた
だけるよう努力されたい」
<出典：中越沖地震を受けての行政等のご意見(H19/7,8)>

・「機械も老朽化しており、メンテナンスをしっかりして
ほしい」、「これだけ細かいトラブルが続けば老朽化と
しか言えない」（高経年化に関する意見）
<出典：美浜町内での説明会、

美浜町原子力懇談会(Ｈ18/10)>

H18/2/11～「テレビＣＭ」
“安全パトロール編”

H22/12/26
「越前若狭のふれあいNO.29」

○各戸訪問、説明会、モニターアンケート、はがき等のご意見等を都度分析して、広報活動計画に反映し、改善を図る仕組みを確立。

○原子力保全改革委員会・原子力保全改革検証委員会の設置、再発防止対策の実施計画・実施状況、検証委員会の
審議結果等について、プレス発表、ホームページ、定期刊行物、ケーブルテレビ、テレビＣＭ、対話活動等を通
じて、適宜、地元の皆さまに継続してお知らせしている。

■主な広報活動実績（Ｈ２１年度～Ｈ２２年度）

具体的意見

○Ｗeb調査によると、再発防止対策への取組み認知率は53％。再発防止対策の
ＣＭ認知率は83％であり、一定の評価をいただいている。

○アンケートはがき結果は、原子力発電の安全対策等の情報や地域の住民でも知らない地域の
記事・特集が掲載されており、地元の交流誌としてぜひ続けてほしいとの継続要望の声がある。

○意見を分類すると、「これからも安全第一で、周辺の住民は当然、社員、従事する方の安全も
お願いします」、「高経年化・耐震の取組みについて今後も広報してください」、「美浜３号機
事故の教訓を決して風化させないよう、取り組んでほしい」等、『要望』の声が一番多く、
次いで「低炭素社会の実現と電力の安定供給に向け努力されるよう期待している」、「美浜1号
機が40年を迎え、高浜3号機ではプルサーマルが開始され一層の安全に期待する」等、『励まし』
の声が多数であった。

○一方で、「プルサーマルが開始され、充分安全最優先にしていただいて事故のないように留意
していただきたい。事故が発生してからでは遅いと思うので心配」、「高経年化した施設が本当
に安全なのか、将来廃棄するような場合の安全対策についてもとても心配」といった『不安』や
「事故やミス、トラブルが起こるが、安全点検を本当にやっているのか」といった『批判』の声
もあるため、引き続き、再発防止対策の実施状況等について広報していく。

■調査対象： 福井県在住２０代以上の男女
■調査方法： Ｗebによるアンケート調査
■調査時期： 平成２３年１月３１日（月）～２月２日（水）
■回収数 ： ４１４名（嶺北339名、嶺南75名） （※嶺北、嶺南の住民数の割合８：２）

Ｗeb調査結果Ｗeb調査結果

【再発防止対策取組みの認知率】
関西電力が再発防止対策に

取組んでいることをご存知ですか。

【ＣＭ全体認知率】
再発防止対策の取組みを描いた

関西電力のＣＭを見たことがありますか。

▼地元のご意見等を踏まえ、必要に応じて改善を図りつつ広報活動を
実施する仕組みが確立している。

◆引き続きＰＤＣＡを回しながら、地元の目線に立った
広報活動を推進

今後の対応

添付⑭－２

◆「越前若狭のふれあい(NO.5,11,14,15,17,20,23,26,29)」にて
検証委員会で各委員から出された意見等を抜粋して掲載し紹介。
（H19/6･12、H20/6･8･12、H21/7･12、H22/7・12）

◆ 新潟県中越沖地震に関連した耐震対策について情報発信
・「越前若狭のふれあい」の特別号発行

（H19/8、H19/10、H20/4）
・ケーブルテレビ特別番組の放映（H19/9～10、Ｈ20/4）

◆ 高経年化に関する疑問、不安にお答えする為、美浜３号機の
高経年化対策を「越前若狭のふれあい」No.9に、大飯１号機
高経年化対策をNo.15に、高経年化対策の取組みをNo.21,22に、
美浜１号機の高経年化技術評価等をNo.23～28・特別号に掲載。
(H19/8、H20/8、H21/8･10･12、H22/2･4･7･8・10・11)
また、高経年化対策の取組みのビデオを制作し、県内のケーブ
ルテレビで放映。（H19/9～H19/10)

53.3% 82.7%

「越前若狭のふれあい(H22.4～12発行) 」 アンケートはがき集計結果「越前若狭のふれあい(H22.4～12発行) 」 アンケートはがき集計結果

広報活動の改善事例

読者ご意見内容別推移（件）

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

全域
再発防止対策の実施計画・実施
状況、検証委員会の審議結果等
を公表。

再発防止対策の実施計画・実施
状況、検証委員会の審議結果等
を公表。

ケーブルテレビ 【２回通常放映】 【２回通常放映】

新聞広告 【１回出稿】 【２回出稿】

電気新聞タブロイド版
関西＆

協力会社
【３回配布】 【２回配布】

対
話

各戸訪問,説明会など 【都度実施】 【都度実施】

【２本放映】
①「協力会社提案編」
②「安全パトロール編」

【３回掲載】 【５回掲載】

主な広報媒体 対象
実績

プレス発表
ホームページ

【２本放映】
①「協力会社提案編」
②「安全パトロール編」

新
聞

刊
行
物

定期刊行物
「越前若狭のふれあい」

テ
レ
ビ

テレビＣＭ

福井県

福井県



社長宣言「安全を守る。それは私の使命、我が社の使命」に基づく基本行動方針の展開

社長（常務会）マネジメントレビュー含む

社外有識者を中心に構成し、独立的な立場から
再発防止対策の実施状況、安全文化の醸成状況を
定期的に検証し、必要に応じ助言・勧告する。

・委員長を含め、社外委員を主体とした構成
・審議結果を公表

原子力保全改革検証委員会

事務局：経営監査室
原子力保全改革検証グループ

・社長の指示に基づく、実施計画の審議・調整、
実施状況の分析・フォロー

・安全文化の醸成に向けた総合調整等
・実施状況の公表

原子力保全改革委員会

事務局：原子力保全改革推進室

実
施
・
改
善
等
の
指
示

審議、調整
等の指示

審議、調整
結果等の報告

個別実施計画の策定、
実施状況の報告

経
営
監
査
室

内
部
監
査

内
部
監
査
の
指
示
・
報
告

原子力事業本部 その他関連
各部門

発電所

企画室
総務室 等

＊ ＊

監査結果の報告

⑭再発防止対策を確認し、評価する仕組みの構築
５．安全への取組みを客観的に評価し、

広くお知らせします。 添付⑭－３

◆開催実績

・原子力保全改革委員会

142回（原則、週１回～月１回程度開催）

・原子力保全改革検証委員会

16回

H17.6.17、10.7、

H18.1.24、4.18、7.24、10.24、

H19.1.22、4.24、10.23、

H20.5.16、11.7、

H21.4.17、10.30、

H22.5.14、11.12、

H23.5.20

評
価
・
勧
告

井 上 富 夫

濱田 康男

神野 榮 豊松 秀己常 務 取締 役

生駒 昌夫

岩 谷 全 啓

勝田 達規

八嶋 康博

大石 富彦

森中 郁雄

右城 望

松村 幹雄

月 山 將

井 上 正 英

常 務 取締 役

常 務 取締 役

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

戸 神 良 章経営監査室長執 行 役 員幹 事

［社外委員敬称略］

齊 藤 紀 彦

井 狩 雅 文

取締役副社長

常 務 取締 役

（早稲田大学教授）

（電気通信大学教授）

（京都女子大学教授）

（公認会計士）

（弁護士）

半年に１回を目安に必要の都度週に１回～月に１回程度開催頻度

小松原 明哲

田 中 健 次

槇村 久子

増田 仁視

【 社 外 】

【 社 外 】

【 社 外 】

【 社 外 】

井狩 雅文

白 井 良 平

清水 徹

鈎 孝幸

高 杉 政 博

杉 本 康

酒井 和夫

野 田 正 信

稲 田 浩 二

笹 川 敬 祐

戸神 良章

常 務 取締 役

常 務 取締 役

常務執行役員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

執 行 役 員

委 員

【 社 外 】

原子力保全改革検証委員会

取締役副社長副委員長

佐 藤 信 昭取締役副社長委員長

原子力保全改革委員会

（京都大学名誉教授）【 社 外 】 東 邦 夫



再発防止対策 （行動計画）

基本行動方針（5） 分 類（14） 実施項目（29）

１．安全を何よりも優先します。
①経営計画における安全最優先の明確化と浸透

②労働安全活動の充実

１ 経営計画における「安全最優先」の明確化
２ 経営層による現場第一線への経営計画の浸透
３ 原子力事業本部運営計画策定についての対話
４－１ 「安全の誓い」の石碑建立
４－２ ８月９日「安全の誓い」の日設定

５ 運転中プラント立入制限と定検前準備作業のあり方の検討

６ 労働安全衛生マネジメントシステムの美浜発電所への導入、水平展開
７ 救急法救急員等の養成

２．安全のために積極的に資源を投入します。

③発電所保守管理体制の増強等

④積極的な資金の投入

⑤安全の確保を基本とした工程の策定

⑥教育の充実

８ 発電所支援の強化と保守管理要員の増強および実施後の評価
９ 技術アドバイザーの各発電所への配置

１０ 情報管理専任者の各発電所への配置

１１ 設備信頼性、労働安全の観点からの投資の充実

１２ 長期工事計画の見直し、継続的な計画の更新、フォロー
１３ 積極的な投資に係る予算制度の改善等の仕組みの構築

１４ 「安全最優先」の考え方にもとづく工程策定、変更の仕組みの整備

１５ ２次系配管肉厚管理の重要性に関する教育

１６ 管理層へのマネジメント等の教育
１７ 法令、品質保証、保全指針などの教育の充実

３．安全のために保守管理を継続的に改善し、
メーカ・協力会社との協業体制を構築します。

⑦２次系配管肉厚管理システムの充実

⑧計画、実施、評価等の保守管理を継続的に改善

⑨監査の充実

⑩メーカ、協力会社との協業

１８－１ 点検リストの整備等の実施
１８－２ 当社による主体的管理の実施
１８－３ 減肉管理規格策定作業への積極的な参画、当社の管理指針への反映

１９ 保守管理方針の明確化、基本的な考え方の徹底
２０ 役割分担、調達管理の基本計画を策定、実施、社内標準へ反映

２１ 業務のプロセス監査の継続実施および改善
２２ 経営監査室の若狭地域への駐在
２３ 外部監査の実施

２４ メーカ、協力会社との協業体制の構築とＰＷＲ電力間の協力体制の構築

４．地元の皆さまからの信頼の回復に努めます。

⑪原子力事業本部の福井移転

⑫コミュニケーションの充実

⑬地域との共生

２５ 原子力事業本部の福井移転
２６ 原子力事業本部運営に係る社内諸制度の見直し

２７ 地元とのコミュニケーションの充実

２８ 福井県エネルギー研究開発拠点化計画への協力

５．安全への取組みを客観的に評価し、広く
お知らせします。

⑭再発防止対策を確認し、評価する仕組みの構築
２９－１ 原子力保全改革委員会
２９－２ 原子力保全改革検証委員会
２９－３ 再発防止対策の実施状況の周知・広報

参考１



(1) H22.11.12 第１５回 原子力保全改革検証委員会

(2) H22.11.17 フランス電力（ＥＤＦ）との原子力分野における包括協力協定を締結

(3) H22.11.18 美浜発電所３号機における国際原子力機関の運転管理評価チームのフォローアップ調査報告書を受領

(4) H22.11.19 「高浜発電所３号機ディーゼル発電機室内での発火について」を公表

H22.11.25 同事象の原因と対策を公表

(5) H22.11.24 「美浜発電所１号機の後継機設置の可能性検討にかかる自主的な調査の開始について」を公表

(6) H22.11.28 美浜発電所１号機の運転開始から４０年を迎えてのコメントを発表

(7) H22.11.29 当社原子力発電所の耐震安全性評価結果中間報告についての評価結果を国より受領

(8) H22.12. 1 平成２２年度第３回保安検査
～12.14 （検査結果） 社長宣言のもと定められた「５つの基本行動方針」に基づく活動の実施状況等について検査した結果、

・「社長宣言のもと定められた『５つの基本行動方針』に基づく活動の実施状況」については、美浜３号機事故の教訓である同基本行動方針が、
劣化、変質することなく堅持され、保安活動に反映されていることを確認した。（H23.2.7）

(9) H22.12. 5 「高浜発電所３号機における１体目のＭＯＸ燃料装荷完了について」を公表

H23. 1.21 高浜発電所３号機のプルサーマルによる本格運転開始についてのコメントを発表

H23. 2.16 高浜発電所４号機用ＭＯＸ燃料４体（第１回製造分）の輸入燃料体検査合格証を国より受領

(10) H22.12.15 原子力発電所における供用期間中検査計画の不備に関する原因究明と再発防止対策について国に報告

(11) H22.12.17 「第二大飯幹線の碍子取替工事にかかるヘリコプターからの撤去物の落下について」を公表

H23. 1.11 同事故の原因と対策を公表

(12) H23. 1.15 「大飯発電所１号機原子炉格納容器での火災報知器の発報について」を公表

H23. 2. 4 同事象の原因と対策を公表（月例プレス）

(13) H23. 2. 4 高浜発電所および大飯発電所における高圧ガス保安法に基づく工事の手続き漏れについて福井県に報告

H23. 3. 4 同手続き漏れの再発防止対策について福井県に報告

(14) H23. 3. 1 平成２２年度第４回保安検査
～ 3.14

(15) H23. 3. 9 「高浜発電所１号機の定期検査状況について（非常用ディーゼル発電機からの潤滑油漏えいについて）」を公表

H23. 4. 7 同事象の原因と対策を公表

第１５回 原子力保全改革検証委員会後の動き 参考２ （１／２）



(16) H23. 3.11 東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）発生

H23. 3.15 東日本大震災復興支援・総合対策推進会議を設置

H23. 3.28 「東北地方太平洋沖地震を受けての当社原子力発電所にかかる取組み状況について」を公表

H23. 3.30 「平成23年福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施について(指示)」を国が公表

H23. 4. 4  当社原子力発電所の保安規定の変更認可申請書を国に提出

H23. 5. 6 同変更申請について国から認可

H23. 4. 8 福島第一原子力発電所事故を踏まえた安全性向上対策の実行計画を福井県に報告

H23. 4. 9 「非常用発電設備の保安規定上の取扱いについて(指示)」を国が公表

H23. 4.20 指示を踏まえた保安規定の変更認可申請書を国に提出

H23. 5.11 同変更申請について国から認可

H23. 4.14 福島第一・第二原子力発電所事故を踏まえた緊急安全対策に係る実施状況を国に報告

H23. 4.27 指示を踏まえた「改訂版」を提出

H23. 5. 6 同緊急安全対策に係る実施状況の確認結果を国が公表

H23. 4.15 「原子力発電所及び再処理施設の外部電源の信頼性確保について(指示)」を国が公表

H23. 5.16 同外部電源の信頼性確保に係る報告書を国に提出

(17) H23. 5.11 「関西電力株式会社美浜発電所１号炉の高経年化対策の実施状況の確認について」を国が公表

(18) H23. 5.20 第１６回 原子力保全改革検証委員会（本日）

第１５回 原子力保全改革検証委員会後の動き 参考２ （２／２）


